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（ムチンジ県、5 月 16 日） 

 
水管理委員会への維持管理トレーニングで 
技術指導する水、保健、コミュニティ開発の 

各普及員 
（ムチンジ県、5 月 23 日） 

 
実地試験において作成した料金徴収同意書に 

署名する水管理委員会の幹部 
（ムチンジ県、5 月 23 日） 

 
給水及び衛生への意識向上のためのプロモーション 

ソングを歌う（実地試験において作成） 
（ムチンジ県、5 月 22 日） 

 
協議議事録（M/M）署名 

（リロングウェ、5 月 29 日） 
 



 

(2) 中間レビューに至るまでのプロジェクト活動の様子及び成果品（案） 

 
ベースライン調査（給水施設状態診断調査） 

（1 年次、ムチンジ県） 

 
ベースライン調査（給水衛生委員会及び 

水管理委員会の活動状況調査） 
（1 年次、ムチンジ県） 

 
水管理普及員へのインタビュー調査 

（1 年次、ムチンジ県） 

 
第三国研修 

（1 年次、ザンビア国） 

 
プロジェクト・タスク・フォース会議 

（2 年次、ムチンジ県） 

 

実施計画シートと振り返りシート 

 

「村落給水施設の衛生に関するインフォームド・ 
チョイス・マニュアル」から一部抜粋 

 
「深井戸とアフリデブハンドポンプに関する 

トラブルシューティングチャート」の 
一部抜粋 

出所：プロジェクト資料 
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中間レビュー調査結果要約表 
1. 案件の概要 
国名：マラウイ共和国 案件名：地方給水運営維持管理プロジェクト 
分野：地方給水 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：地球環境部 
水資源・防災グループ 

協力金額（中間レビュー時点）：1.7 億円 

協力期間：（R/D: 2011 年 2 月 18 日） 
2011 年 7 月 1 日～2015 年 7 月 23 日 
（4 年間） 

先方関係機関：水開発・灌漑省（MoWDI）、 
ムチンジ県立法議会（Mchinji District Council） 
日本側協力機関：直営専門家、国際航業株式会社 

他の関連協力：無償資金協力「中西部地方給水計画」 
1-1. 協力の背景と概要 
マラウイ共和国（以下、「マラウイ」）では、村落部における給水施設普及率は75%であるものの、

そのうち31%は機能していないため、村落部の安全な水に対するアクセス率は約50%と低い1。十分な量

の安全な水を住居の近くで確保できない村落部の住民は、生活用水の確保に多大な時間と労力を費やさ

ざるを得ず、経済活動に従事すべき時間が割かれてしまうことから、安全な水への不十分なアクセスは

貧困の要因ともなっている。給水施設の非稼働率が高い原因としては、給水施設の不適切な維持管理、

施設の老朽化、施設の破壊や窃盗、地方給水を管轄する県政府のキャパシティ不足、不十分な評価・モ

ニタリング体制、給水施設の不十分なスペアパーツ・サプライチェーン等が指摘されている。 
このような状況に対し、マラウイ政府は「マラウイ国家成長開発戦略（Malawi Growth and Development 

Strategy：MGDS）2006年～2011年」において、灌漑・水資源開発を9つの重点分野の一つに挙げ、中期

的目標としてコミュニティから平均500m以内での水源へのアクセスを実現させ、2011年までに農村部

において安全な水へのアクセス率を80％へ上げることとしている。また、マラウイ政府が1999年より導

入している住民参加型による給水施設の管理（Community Based Management：CBM）に基づいた既存

の「村落給水施設に係る運営維持管理フレームワーク」（以下、維持管理フレームワーク）2を改善す

ることにより、村落部における給水施設の維持管理能力を強化し、給水施設の稼働率を向上させること

としている。 
このような背景のもと、マラウイ政府は、既存の維持管理フレームワークの全国的な展開が可能とな

るように、より実践的な内容に強化されることを目的とした技術協力プロジェクトの実施を我が国に要

請した。我が国はこれを受けて、水開発・灌漑省及びムチンジ県政府による「地方給水運営維持管理プ

ロジェクト」（以下、本プロジェクト）の実施を2011年7月から2015年7月までの4年の予定で支援して

いる。 

1-2. 協力内容 
本プロジェクトは、給水施設の稼働率を改善するために、ムチンジ県において、既存の維持管理フレ

ームワークの改善点を抽出する実地試験を実施した上で、試験結果を踏まえて維持管理フレームワーク

に改善を加えて実践的な内容に強化し、それを同県全体に適用するとともに、強化された維持管理フレ

ームワークに関する理解を関係者間で促進することで、既存の維持管理フレームワークの全国的な展開

を目指すものである。 
(1) 上位目標： 実践的な内容に強化された維持管理フレームワークが全国規模で展開される。 
(2) プロジェクト目標： 既存の維持管理フレームワークが全国的な展開が可能となるように、実践的

な内容に強化される。 
(3) アウトプット 

1) 村落給水施設に係る既存の維持管理フレームワークの内容を強化するための実施体制が整備さ

れる。 
2) 村落給水施設の運営維持管理に係る現状と課題が明らかになる。 
3) ムチンジ県の試験サイトにおける実地試験を踏まえて既存の維持管理フレームワークの内容が

強化される。 

                                                 
1 Water and Sanitation Sector: Joint Sector Review Report 2008, Ministry of Irrigation and Water Development 
2 「維持管理フレームワーク」とは、給水施設の運営維持管理に関する一連の指針やマニュアルを意味する。 
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4) 内容が強化された維持管理フレームワークがムチンジ県全県において適用される。 
5) 内容が強化された維持管理フレームワークが広く周知される。 

(4) 投入（中間レビュー評価時点） 
日本側：総投入額  約 1.7 億円 

長期専門家派遣： 1 名                   機材供与       0.07 億円 
短期専門家派遣： 7 名（派遣回数：合計 26 回） ローカルコスト負担  0.20 億円 
研修員受入（第三国研修）：9 名 

マラウイ側： 
カウンターパート配置 30 名（延べ数）     執務スペース提供（リロングェ、ムチンジ） 
ローカルコスト負担  596,000 クワチャ 

2. 評価調査団の概要 
調査者 ＜日本側＞ 

総括 下田 透 JICAマラウイ事務所次長 
調査企画 1 中村 覚 JICA地球環境部 水資源第2課 
調査企画 2 山田 のり子 JICA地球環境部 水資源第2課 
評価分析 鹿糠 説子 有限会社アイエムジー 

 

＜マラウイ側＞ 
J.M.M Kumwenda 水開発・灌漑省 主任土木技師（Chief Civil Engineer） 
 

調査期間：2013 年 5 月 11 日〜2013 年 6 月 1 日3 評価種類：中間レビュー 
3. 評価結果の概要 

3-1. 実績の確認（アウトプットの達成状況及びプロジェクト目標達成の見込み） 
(1) アウトプットの達成状況 
アウトプット１（既存の維持管理フレームワークを強化するための実施体制の整備）：達成 
指標の達成度、アウトプット1の達成状況に関する日本人専門家とカウンターパートの認識、各種会

議の議事録の内容等を総合的に考慮すると、アウトプット１は「達成」されていると判断される。村落

給水施設に係る既存の維持管理フレームワークの内容を強化するための実施体制は、合同調整委員会

（Joint Coordinating Committee: JCC）、テクニカル・コミッティ（Technical Committee: TC）、プロジェ

クト・タスク・フォース（Project Task Force: PTF）により構成されており、プロジェクト開始から中間

レビューまでに、JCCが2回、TCが3回、PTFが7回（3か月に1回の頻度）開催された（指標1-1）。JCC
はプロジェクトの全体的な方向性を提示・合意する場として、PTFはプロジェクトの詳細な活動計画や

技術的な課題を議論する場として有効活用されている。 
アウトプット2（村落給水施設の運営維持管理に係る現状と課題の明確化）：達成 
指標の達成度、アウトプット2の達成状況に関する日本人専門家とカウンターパートの認識、村落給

水施設の運営維持管理に係る現状分析と課題抽出を目的として行われた各種調査の報告書の内容を総

合的に考慮すると、アウトプット2は「達成」されていると判断される。本プロジェクトでは、第1年次

に「村落給水施設の運営維持管理に係る現状分析と課題の報告書（Report on the Analysis of the Present 
Status and Challenges）」が作成された（指標2-1）。本報告所は、PTFで協議された上（指標2-2）、PTF
メンバーのみではなく、UNICEF、Inter Aide、国境なき技師団（EWB）4等の主要な開発パートナーに

も配布された。本報告書には、村落給水施設の運転維持管理に係る既存の政策、ガイドライン、マニュ

アルが整理されており、類似プロジェクトの好事例や教訓、本プロジェクトで実施されたべースライン

調査、インタビュー調査、キャパシティ・アセスメント調査の結果がまとめられている。 
アウトプット3（ムチンジ県の試験サイトにおける実地試験を踏まえた既存の維持管理フレームワーク

の強化）： 着実な進捗あり 
アウトプット3の達成に向け、着実な進捗が見られる。アウトプット2を産出するために実施された各

種調査により14の課題が抽出され、各課題を解決するための方策案が検討された。各方策案の関連性や

効率性を考慮した上で、10の実地試験活動、活動の成果、具体的な成果品が特定された。実地試験には、

給水施設の維持管理を改善するための環境整備に係わる活動（例：給水施設のモニタリングシステムの

                                                 
3 日本側調査団メンバーの日本発着の日程 
4 Inter Aide（フランスの NGO）や EWB（カナダの NGO）は、エリアメカニックの導入支援やハンドポンプ交換部品

のサプライチェーン構築支援などの活動をムチンジ県で展開している NGO である。 
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標準化と定着）と関係者の能力強化に係わる活動（例：地域水開発事務所への技術移転）が含まれてい

る。 
アウトプット4（強化された維持管理フレームワークのムチンジ全県展開）： 2013年12月から開始予定

中間レビュー時点での本プロジェクトの進捗状況については、ムチンジ県の試験サイトにおいて、既

存の維持管理フレームワークの内容を強化するための実地試験活動の実施が本格的に始まっていない

ことから、維持管理フレームワークの全県展開はまだ実施されていない。アウトプット4を産出するた

めの活動は、2013年12月から開始される予定である。 
アウトプット5（強化された維持管理フレームワークの幅広い周知の促進）： 2015年3月から開始予定

アウトプット5を産出するための活動は、2015年3月から開始される予定である。アウトプット5で計

画されている活動に加えて、本プロジェクトは、灌漑・水・衛生セクターのセクター・ワイド・アプロ

ーチ（Sector Wide Approach: SWAp）のテクニカル・ワーキング・グループやセクター・ワーキング・

グループで、開発パートナーなどのプロジェクト関係者に対しプロジェクトの進捗を報告している。ま

た、実地試験活動の一環として、エリアメカニック制度やスペアパーツのサプライチェーンの構築支援

を提供しているNGOと連携を図っている。 

(2) プロジェクト目標達成の見込み：達成見込みは高い 
本プロジェクトでは、既存の維持管理フレームワークを実践的な内容に強化するため、アウトプット

が着実に予定通りに産出されていることから、プロジェクト終了時（2015年7月）までにプロジェクト

目標が達成される見込みは高いと判断される。日本人専門家とカウンターパートによると、維持管理フ

レームワークがどの程度実践的な内容に強化されるかは、ムチンジ県の試験サイトで実施される実地試

験の結果から、マニュアルやガイドラインの内容をどの程度改善できるかにかかっているとのことであ

る。維持管理フレームワークは、日本人専門家とカウンターパートの協働により開発されており、維持

管理フレームワークが、今後水開発・灌漑省内で公的に認知されるように、そのプロセスを明確化する

活動が実地試験活動の一環として実施されている。 

3-2. 評価結果の要約 
(1) 妥当性：高い 

本プロジェクトの妥当性は「高い」と判断される。マラウイでは、給水施設の非稼働率は約3割であ

る。維持管理フレームワークをより実践的な内容に強化することは、村落給水施設の稼働率の向上、安

全な水へのアクセスの改善につながることから、本プロジェクトはマラウイ国民のニーズと合致してい

る。マラウイ政府は、国家長期開発政策である「Vision 2020（1998年）」や国家中期開発政策である「マ

ラウイ成長開発戦略2011年～2016年」において、安全な水へのアクセスの改善を重要開発目標の1つと

して掲げている。「国家水政策（2005年）」では、県政府の支援によるコミュニティ・ベースの給水サ

ービス管理体制を定着させることを推進している。我が国の「対マラウイ共和国 国別援助方針（2012
年）」には、「基礎的社会サービスの向上」が重点分野（中期目標）の1つとして位置づけらており、

それを達成する戦略として、給水施設の維持管理体制の強化を通じて、既存の給水施設を効率的に活用

し、安定的な給水率の向上を支援することが明言されている。加えて、2008年に開催された第4回アフ

リカ会議（TICAD IV）に引き続き、2013年に開催された第5回アフリカ会議（TICAD V）の横浜行動宣

言で表明された我が国の援助の方向性も本プロジェクトに合致している。 

(2) 有効性：高い 
本プロジェクトの有効性は「高い」と判断される。アウトプット1から4は維持管理フレームワークの

強化、アウトプット5は全国的な展開に向けた維持管理フレームワークの公的な認知に直接つながって

いる。5つのアウトプットはプロジェクト目標を達成するために必要なステップを網羅していることか

ら、プロジェクト目標とアウトプットの因果関係は明確であると言える。中間レビュー時では、PTFが
定期的に開催され、既存の維持管理フレームワークの内容を強化するための実施体制が整備されており

（アウトプット1）、村落給水施設の運営維持管理に係る各種調査の実施に基づき、維持管理フレーム

ワークの現状が多面的に分析され、課題が抽出されており（アウトプット2）、ムチンジ県の試験サイ

トにおける実地試験の準備段階で、様々なマニュアル、研修カリキュラム、住民の衛生意識の向上等を

目的とする意思促進マテリアルがドラフトされた（アウトプット3）。このように、プロジェクト目標

の達成に向けて、アウトプットが着実に産出されていることから、プロジェクト終了時までにプロジェ

クト目標が達成される見込みは高い。 
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(3) 効率性：比較的高い 
本プロジェクトの効率性は「比較的高い」と判断される。マラウイ側の財政的制約や人的リソース

不足など、効率性に影響を及ぼす要素はあるものの、プロジェクト活動を実施するために必要な投入は、

タイミング良く実施されており、無駄なく使われ、アウトプットの産出に貢献している。既存の維持管

理フレームワークの現状や課題に関わる詳細な各種調査を通じて、今後本格的に実施される実地試験活

動で活用できる既存の人材、情報、知識が特定された。また、JICAがマラウイに先行して村落給水分野

で技術協力プロジェクトを支援実施してきた隣国ザンビアで第三国研修を実施することにより、カウン

ターパートが研修で学んだザンビアの事例を踏まえて、実地試験活動に対してより有益なインプットを

提供するようになり、アウトプットの産出に貢献した。 

(4) インパクト：判断は時期尚早 
中間レビュー時点では、本プロジェクトのインパクトを判断するのは「時期尚早」である。実地試験

活動はまだ本格的に実施されていないため、プロジェクト終了後3年から5年で実践的な内容に強化され

た維持管理フレームワークの全国的な展開（上位目標）が達成される見込みや本プロジェクトの実施に

よるコミュニティレベルでの影響は、まだ判断できない。一方で、中間レビューでは、事業計画を策定

する際の給水施設の維持管理に対する意識やチームワークの強化など、プロジェクト実施に直接的に関

わってきたカウンターパートの意識や行動に前向きな変化があったことが確認された。上位目標達成に

至るまでの外部条件には、施設維持管理に必要な財源の確保など、十分に満たされる可能性が不確実な

ものが含まれているため、上位目標の達成には、水開発・灌漑省及び県政府がこれまで以上に強いリー

ダーシップと協力体制を持って、十分な予算と人材を配置していく必要がある。 

(5) 持続性：中程度 
本プロジェクトの持続性は「中程度」と判断される。政策・制度面の持続性については、「妥当性」

で述べた通り、マラウイの政策文書には、給水施設の維持管理フレームワークをより実践的な内容に強

化する必要性が謳われており、政策の方向性が近い将来に変わる可能性は低い。その一方で、中央行政

レベルで村落給水施設の維持管理に特化した協議の場がないことが、関係者間の連携を弱めている。組

織面では、水開発・灌漑省及び県政府で欠員及び異動/離職が多いことが課題となっている。水開発・

灌漑省が作成した2011/12年度マラウイ灌漑・水・衛生セクター・パフォーマンス報告書によると、給

水・衛生サブセクターの欠員率は71％と極めて高い。財政面では、予算確保に向けた取り組みは実施さ

れているものの、施設の運営維持管理に充てられる県政府の予算が非常に限られていることが課題とな

っている。取り組みの一環として、県行政レベルでは、県調整チームのメンバーがムチンジ県社会経済

プロファイル（Socio-Economic Profile：SEP）を作成し、SEPに基づいて県開発計画（District Development 
Plan：DDP）に施設の維持管理活動を含める予定をたてている。中央行政レベルでは、水開発・灌漑省

が公共投資計画（Public Sector Investment Plan：PSIP）からJICA支援プログラム（JICA Supported Program）

へ2013/14年度の予算として5,000万クワチャを確保した。技術面では、維持管理フレームワークの開発

プロセスにカウンターパートは大いに貢献しており、成果品の内容も十分理解している。実地試験活動

はまだ本格的に実施されていないため、コミュニティ・メンバーのマニュアルやガイドライン等の理解

度を判断するのは時期尚早であるが、本プロジェクトの成果品は、施設の維持管理に係わる状況を多角

的に詳細に調査した上で、衛生に関する意識改善のためのプロモーションソングを開発したり、マニュ

アルに多くのイラストレーションや写真を取り入れたり、現地語に翻訳したりするなどの工夫を加え、

コミュニティ・メンバーにとって使い勝手のよい、実用的なものとすることを十分に意識して開発され

ている。 

3-3. 効果発現に貢献した要因 
(1) 計画内容に関すること： 

 本プロジェクトデザインでは、既存の維持管理フレームワークに係る現状と課題を詳細に調査す

ることが重視され、期待されるアウトプットの 1 つに設定されている。調査に重点を置くことで、

維持管理フレームワーク強化のためにとるべき活動や実地試験活動で活用できる既存のリソー

スが明確化されたことが効果発現に貢献している。 
(2) 実施プロセスに関すること 

 プロジェクト内の緊密なコミュニケーションが、水開発・灌漑省及びムチンジ県政府の良い協力

関係の構築、県調整チームメンバー間でのチームワークの強化につながり、円滑なプロジェクト

実施を促進し、プロジェクトの効果発現に貢献している。 



 

v 

 日本人専門家がカウンターパートの能力開発評価ツールとして、「ポートフォリオ評価」シ

ステムを導入するなど、カウンターパートのプロジェクトへのオーナーシップを高めるよう
な工夫が技術移転方法に施してあることが、円滑なプロジェクト実施を促進し、プロジェクト

の効果発現に貢献している。本システムでは、「振り返りシート」と呼ばれる担当の実地試験活

動を自己評価するアンケートを定期的に各カウンターパートに配布し、プロジェクト活動への主

体的な参加を促している。 

3-4. 問題点及び問題を惹起した要因 
(1) 計画内容に関すること 

 特になし 
(2) 実施プロセスに関すること 

 財政的及び人的リソースの不足及びカウンターパートの離職・異動率の高さが、円滑なプロジェ

クト実施の阻害要因となっている。 

3-5. 結論 
本プロジェクトは、プロジェクト内の緊密かつ効果的な協力体制と工夫に富んだ技術移転方法の活用

により、着実にアウトプットを産出しており、中間レビュー時点でのプロジェクト目標の達成の見込み

は高い。一方で、水セクター全体の課題でもある財政的・人的リソース不足がプロジェクトの円滑な実

施に影響していることから、プロジェクト目標や上位目標の達成を確実なものにするには、水開発・灌

漑省がこれらの課題に対して適切な対策を講じる必要がある。 

3-6. 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
 水開発・灌漑省がイニシアティブをとり、ドナーや NGO などの全国的な展開のパートナーとな

りうる組織を対象にワークショップを開催し、強化された維持管理フレームワークの全国的な展

開に向けたロードマップを作成すること。ロードマップでは、全国的な展開に必要な活動を明確

にし、他プロジェクトの実施状況や計画を整理した上で、想定される財政的・人的資源（青年海

外協力隊の活用も想定できる）、活動実施の主体を特定する。 
 ロードマップを作成する活動の一環として、水開発・灌漑省が、維持管理フレームワークを
更に強化するために、同省の既存の協議の枠組みを活用して、ムチンジ県での活動に関わら
ない他地域の地域水開発事務所や県水開発事務所や開発パートナーから、コメントやアドバ
イスを促すこと。 

 プロジェクトの後半では、実地試験の実施、ムチンジ県での全県展開、及びこれらの過程・結果

からの維持管理フレームワークへのフィードバック、フレームワークの全国的な展開に向けた周

知・理解促進が行われる。これらの活動を成功裏に実施するためには、水開発・灌漑省やムチン

ジ県政府が中心となり、より強いリーダーシップ、コミットメントを発揮して実施することを提

言する。 

 本プロジェクトの円滑な実施と維持管理フレームワークの全国的な展開のために、水開発・
灌漑省が、地方自治村落開発省、農業・自然資源に係る国会の諮問委員会、経済計画開発省、
財務省に対し、適切な予算が確保され、かつ県レベルにも配分されるよう、継続的な働きか
けを行うこと。 

 PDM におけるプロジェクト目標や各アウトプットの達成度が明確になる指標を適時に設定する

こと。 

3-7. 教訓 
 プロジェクへの貢献、能力育成ニーズ、プロジェクト目標に向けて今後実施すべき活動に関する

カウンターパートの自己評価を定期的に求めることは、円滑なプロジェクト実施及びカウンター

パートのプロジェクトへのオーナーシップの強化につながる。 

 相手国政府の職員との協働作業には、かなりの時間や労力がかかるものの、相手国政府の実施機関に

プロジェクトの成果品に対するオーナーシップを持たせるためには、技術的な知識や情報、アイディ

アなど成果品へのインプットをカウンターパートに提供させることが不可欠である。 
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第1章 中間レビュー調査の概要 

1-1 調査団派遣の経緯と目的 

当該プロジェクトの協力期間（４年間）の中間地点を迎えるにあたり、これまでのプロジェクトの

進捗状況・成果を踏まえ、以下の目的によりレビューを行う。 

（1） プロジェクトのこれまでの投入、活動、成果を確認し、プロジェクト目標と上位目標の達成見

込みを分析し、また、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点か

らプロジェクトの進捗と達成状況を分析する。 

（2） 今後の円滑なプロジェクト運営および確実なプロジェクト目標の達成に向けて、取るべき措置

について協議を行い、その結果をミニッツにて確認する。 

1-2 調査団の構成と調査日程 

（1） 調査団の構成 
調査団のメンバーは以下のとおりである。 

 1） 日本側 

名前 担当 所属先/役職 
下田 透 総括 JICA マラウイ事務所次長 

中村 覚 調査企画 1 JICA 地球環境部 水資源第 2 課 

山田 のり子 調査企画 2 JICA 地球環境部 水資源第 2 課 

鹿糠 説子 評価分析 有限会社アイエムジー 
 
 2） マラウイ側 

名前 所属先/役職 

J. M. M. Kumwenda 水開発・灌漑省 
主任土木技師（Chief Civil Engineer） 

 
（2） 調査日程 

本中間レビューは 2013 年 5 月 11 日（土）から 2013 年 6 月 1（土）5の日程で実施された（評

価調査日程の詳細は「付属資料 2 協議議事録 Annex 1」を参照）。 

                                                 
5 本報告書に記載されている調査期間は、調査団が日本から出国してから帰国するまでの期間である。協議議事録及

び合同中間レビュー報告書（英文）には、マラウイに入国してから出国するまで期間が記載されている。 
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第2章 プロジェクトの概要 

2-1 プロジェクトの概要 

2012 年 8 月に改訂合意されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）

（第 2 版）の内容に基づくプロジェクトの概要は以下の通りである。 

表  2-1 プロジェクト概要表 

プロジェクト名： マラウイ国地方給水運営維持管理プロジェクト 

（英語名） The Project for Enhancement of Operation and Maintenance for Rural Water Supply 
in the Republic of Malawi 

プロジェクト 
サイト： 

ムチンジ県 

（ムチンジ県の位置は、プロジェクト位置図を参照。） 

協力期間： 2011 年 7 月～2015 年 7 月（4 年間） 

相手国機関：  水開発・灌漑省（Ministry of Water Development and Irrigation：MoWDI） 

 水供給局（Department of Water Supply Services） 

 中部地域水開発事務所（Regional Water Development Office (Center)：
RWDO (C)）6 

 ムチンジ県議会（Mchinji District Council） 

対象：  水開発・灌漑省職員7及びムチンジ県政府職員 

 ムチンジ県内の村落衛生給水委員会（Village Health Water Committee:：
VHWC）及び水管理委員会（Water Point Committee：WPC） 

 ムチンジ県内の給水施設利用者 

上位目標： 実践的な内容に強化された維持管理フレームワークが全国規模で展開される。

プロジェクト 

目標： 

既存の維持管理フレームワークが全国的な展開が可能となるように、より実践
的な内容に強化される。 

アウトプット： 1) 村落給水施設に係る既存の維持管理フレームワークの内容を強化するた
めの実施体制が整備される。 

2) 村落給水施設の運営維持管理に係る現状と課題が明らかになる。 

3) ムチンジ県の試験サイトにおける実地試験を踏まえて既存の維持管理フ
レームワークの内容が強化される。 

4) 内容が強化された維持管理フレームワークがムチンジ県全県において適
用される。 

5) 内容が強化された維持管理フレームワークが広く周知される 

                                                 
6 地域水開発事務所は、中央政府（水開発・灌漑省）の技術的・行政的な出先機関である。 
7 中部地域水開発事務所の職員を含む。 
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2-2 プロジェクト実施体制 

本プロジェクトの実施体制は、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）、技術委員会

（Technical Committee：TC）、プロジェクト・タスク・フォース（Project Task Force：PTF）により構

成される。各組織の主な役割、メンバー、開催頻度は、表  2-2 のとおりである。 

表  2-2 プロジェクト実施体制 

組織 主な役割・機能 メンバー 開催頻度 

合
同
調
整
委
員
会

 
（

JC
C
）

 

1) プロジェクトの年間実施計画の策定 
2) プロジェクトの進捗状況の確認 
3) プロジェクト実施期間中に生じた主要事

項の確認、レビューと意見交換 
4) プロジェクトの円滑な実施に関する課題

についての議論 

議長：水開発・灌漑省の次官 
・ 水開発・灌漑省 

- 水供給局局長 
- 水資源局局長 
- 計画局局長 
- 衛生局局長 
- 中部地域水開発事務所の

代表者 
・ ムチンジ県議会の代表者 
・ JICA マラウイ事務所長 
・ JICA 専門家等 

年 1～2 回 

技
術
委
員
会

 
(T

C
) 

1) ムチンジ県におけるプロジェクト活動の

監督・運営 
2) 主要な技術的問題に関する検討・意見交

換 
3) プロジェクト活動の円滑な実施に関する

技術的な問題に関する議論 

議長：ムチンジ県長官 
・ 水開発・灌漑省 

- 水供給局の代表者 
- 中部地域水開発事務所の

代表者 
・ ムチンジ県調整チームのメ

ンバー 
・ JICA 専門家等 

年 2～3 回 

ﾌ
ﾟ
ﾛｼ

ﾞｪ
ｸﾄ

・
ﾀｽ

ｸ
・
ﾌ
ｫｰ

ｽ 
(P

TF
) 

1) セクター・ワイド・アプローチ（SWAp）
のテクニカル・ワーキング・グループ

（TWG）8やセクター・ワーキング・グル

ープ（SWG）9のメンバーに、既存の維持

管理フレームワークに係わる好事例、教

訓、情報を共有するための資料の準備・

作成 

2) 既存の維持管理フレームワークが、より

実践的に強化され、全国に普及されるた

めに、TWG や SWG を通じたフレームワ

ーク強化に対する助言や提言の要請 

議長：水開発・灌漑省水供給局の

副局長 
・ 水開発・灌漑省 

- 水供給局の代表者 
- 衛生局の代表者 
- 中部地域水開発事務所の

代表者 
・ ムチンジ県調整チームのメ

ンバー 
・ JICA マラウイ事務所 
・ JICA 専門家等 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期間

中 の 節 目 毎

（ 低年 4 回）

出所：討議議事録及びプロジェクト資料 
 

2-3 既存の維持管理フレームワーク 

図  2-1 が示すように、村落給水施設の運営維持管理には、公的セクター及び民間セクターから幅

広い関係者が関与している。「国家水政策（2005 年）」によると、中央行政レベルでは、水開発・灌

漑省が水セクター政策の方向性の提示と関連プログラムの調整や、給水・衛生に係る情報の管理等の

                                                 
8 TWG は、SWAp の管理構造の１つで、SWAp 全体の進捗、運営を監督する SWG の下の、運営の調整役となるタス

クフォースの下に位置し、各サブセクターの政策・計画の策定・実施を調整する。メンバーは水開発・灌漑省を、NGO
を含む開発パートナー、学術界、民間セクターの担当者や専門家により構成されている。（詳細計画策定調査報告書

［2011 年］） 
9 SWG は、水開発・灌漑省事務次官が議長を務める水セクターSWAp の 高監督機関である。（詳細計画策定調査報

告書［2011 年］） 
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責務を担い、県行政レベルでは、県議会が給水・衛生プログラムの計画及び調整、プログラム実施の

ための資金調達、給水・衛生サービスの提供に係る民間セクター及び NGO の参加促進の責務を担っ

ている（「国家水政策における給水と衛生に係る主な関係者の役割」は表  2-3 を参照）。なお、給水

施設の維持管理の指導は県水開発事務所が担当しており、保健衛生サービスの提供は、県環境保健事

務所が担当している。 
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民間センター

Reference:
1. RWSS District Operation Manual, 2010,　MoAIWD.

点線：実行不明/なし 2. Implementation Guidelines for RWSS, 2010, MoAIWD.
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出所：プロジェクト資料（調査団が一部修正） 

図  2-1 既存の維持管理フレームワーク 



 

2-5 

表  2-3 国家水政策における給水と衛生に係る主な関係者の役割 

機関 役割 
水開発 
灌漑省10 

 政策の方向性の提示と水セクターのプログラムの調整 
 水資源と衛生に係る情報の管理と普及 
 政策の策定、見直し、実施 
 基準、ガイドライン、規則の設定 
 水と衛生セクターにおけるトレーニングとキャパシティビルディング 

県政府  水と衛生サービスにおける健康・衛生教育の促進 
 飲料水の質のモニタリングと指導 
 水因性感染症の蔓延予防のための措置 
 水に関連した健康問題にかかる調査 
 公衆衛生機関への水の需要情報の提供 

県保健 
担当官 

 水と衛生サービスにおける健康・衛生教育の促進 
 飲料水の質のモニタリングと指導 
 水因性感染症の蔓延予防のための措置 
 水に関連した健康問題にかかる調査 
 公衆衛生機関への水の需要情報の提供 

NGO・ 
市民社会 

 県政府を通じた低所得コミュニティと政府／ドナー、他パートナーとの

連携 
 給水と衛生プロジェクトにおける村落部の低所得コミュニティの動員

と資金確保支援 
 水、衛生、集水域管理、保全に関するコミュニティ啓発に対する支援 
 村落部及び都市部低所得層への給水・衛生サービス提供に対する支援 
 国家統計に関するガイドラインや基準に従った関連データ・情報の収

集、プロセス、分析、ステークホルダーへの普及 
 水と衛生の関連課題に関する水関連担当省との協議 
 水と衛生の国家政策・規制の遵守 

民間 
セクター 

 水資源開発と給水・衛生サービスへの投資 
 水、衛生、関連産業におけるコンサルティングや契約サービスのキャパ

シティの強化 
 水と衛生関連サービスのための現地生産力の調査実施と生産力育成 
 国家統計に関するガイドラインや基準に従った関連データ・情報の収

集、プロセス、分析、ステークホルダーへの普及 
 水と衛生の政策・規制の遵守 
 水と衛生の関連課題に関する水関連担当省との協議 
 水と衛生分野開発への資本投資 

出所：プロジェクト資料 

 

                                                 
10 「国家水政策」は、2005 年に灌漑水開発省（Ministry of Irrigation and Water Development: MoIWD）が策定した政策

である。灌漑水開発省は、2011 年 9 月に省庁再編に伴い、農業灌漑水開発省（Ministry of Agriculture, Irrigation and Water 
Development：MoAIWD）に改称され、農業灌漑水開発省は 2012 年 5 月に省庁再編に伴い水開発・灌漑省（Ministry of 
Water Development and Irrigation：MoWDI）に改称された。 
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第3章 中間レビューの方法 

3-1 中間レビューの枠組み 

本中間レビューでは、「新 JICA 事業評価ガイドライン第１版」（2010 年）を指針として、以下の手

順にて評価を実施した。 

(1) プロジェクトの実績、実施プロセス、評価 5 項目に関する詳細な評価設問と評価指標・データ収

集方法等を記述した評価グリッドを作成する。 

(2) 評価に必要な情報・データを収集する。 

(3) PDM（第 2 版）に基づいて、プロジェクトの実績を確認する（PDM は「付属資料 2 協議議事録

Annex 3」を参照）。 

(4) 実施プロセスを検証し、プロジェクトの活動実施及びアウトプット産出に貢献した要因または阻

害した要因を分析する。 

(5) 評価 5 項目（妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性）の観点から、包括的に評価を実施

する。 

(6) 評価結果に基づき、2015 年 7 月のプロジェクト終了を見据え、円滑なプロジェクト運営及びプ

ロジェクト目標の確実な達成に向けて取り組むべき事項を整理する。 

(7) マラウイ政府との協議を踏まえ、プロジェクトの今後の方向性にかかる提言の策定、類似案件へ

の教訓の抽出を行う。 

(8) 評価・協議結果を評価報告書として取りまとめる。 

 

3-2 評価 5 項目 

本中間レビューでは、評価の基準として以下の評価 5 項目を用い、評価を実施した。 
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表  3-1 評価 5 項目 

妥当性： プロジェクト目標や上位目標がマラウイの開発政策や我が国の援助政

策と整合性がとれているか、ターゲットグループのニーズと合致して

いるか等、プロジェクトの正当性・必要性を検証・評価する。 
有効性： プロジェクト目標がプロジェクト終了時までに計画どおり達成される

か、また、プロジェクト目標の達成がアウトプットの達成によって引

き起こされたのかを検証・評価する。 
効率性： プロジェクトが効果的に投入資源を活用したかという観点から、投入

実績とアウトプット産出の状況を踏まえて、投入（インプット）がど

のように効率的にアウトプットに転換されたかを検証・評価する。 
インパクト： プロジェクト終了後3年から5年の間に上位目標が達成される見込み、

プロジェクト実施によりもたらされる長期的・間接的な効果や波及効

果の有無を検証・評価する。 
持続性： 政策・制度面、組織面、財務面、技術面から、プロジェクト終了後、

プロジェクトで発現した効果がどのように定着・持続していくかにつ

いて検証・評価する。 
 

 

3-3 評価グリッド及び情報収集手段 

（1） 評価グリッド 
調査団は評価グリッドにまとめられた評価設問を参照しながら、評価を実施した。なお、評価

グリッドは、プロジェクト実績、実施プロセス及び評価 5 項目の 3 つのセクションにより構成さ

れている（評価グリッドは「付属資料 2 協議議事録 Annex 9」を参照）。 

（2） 情報収集手段 
本中間レビューでは、既存資料レビュー、質問票調査・インタビュー調査、現地調査により、

情報・データを収集した。 

 1） プロジェクト関連資料レビュー 

a) 本プロジェクトに関する報告書 

 詳細計画策定調査報告書（2011 年、和文） 

b) プロジェクト作成資料 

 プロジェクト業務進捗報告書（第 1 年次～第 2 年次、和文及び英文） 

 第 1 年次業務完了報告書（2012 年、和文及び英文） 

 ベースライン調査報告書各種（Baseline Survey Reports）（英文） 

- Baseline Social Status Survey Report in Mchinji District（2012 年、英文） 

- Baseline Primary Diagnosis Survey Report in Mchinji District（2012 年、英文） 

- Baseline Secondary Diagnosis Survey Report in Mchinji District（2012 年、英文） 

- Household Social Economic Study Report in Mchinji District（2011 年、英文） 

- Traditional Areas Institutional Study Report in Mchinji District（2011 年、英文） 



 

3-3 

- District Council Institutional Study Report （2011 年、英文） 

 村落給水施設運営維持管理に係る現状分析・課題報告書（Report on the Analysis of the 
Present Status and Challenges）（2012 年、英文） 

 プロジェクトワークプラン（第 2 年次）（2012 年、英文）等 

c) マラウイの開発政策文書 

 Vision 2020（1998 年、英文） 

 マラウイ国成長・開発戦略（2011 年～2016 年、英文）（Malawi Growth and Development 
Strategy II：MGDS II） 

 国家水政策（2005 年、英文）（National Water Policy） 

 国家衛生政策（2008 年、英文）（National Sanitation Policy） 

 地方分権化政策（1998 年、英文）（Decentralization Policy）等 

d) 日本政府の対マラウイ援助政策文書 

 対マラウイ共和国 国別援助方針（2012 年、和文及び英文）（Country Assistance Policy for the 
Republic of Malawi） 

 TICAD V 横浜行動計画 2013-2017（2013 年、和文） 

e) その他関連資料 

 水・衛生に関する合同セクターレビュー報告書（2009 年、英文）(Water and Sanitation Sector: 
Joint Sector Review Report) 

 灌漑・水・衛生セクター：2012 年度合同セクターレビュー報告書（2012 年、英文）（Irrigation, 
Water and Sanitation Sector: 2012 Joint Sector Review Report） 

 マラウイ国灌漑・水・衛生セクター・パフォーマンス報告書（2011/12 年、英文）、英文（Malawi 
Irrigation Water and Sanitation Sector Performance Report 2011/12）、等 

 
 2） 質問票調査・インタビュー調査 

評価グリッドに基づき、専門家及びカウンターパート（水開発・灌漑省職員やムチンジ県政府

職員）に対して質問票を作成・配布した。質問票への回答結果及び上記 1）のプロジェクト関連

資料を基礎情報として、個別インタビュー調査を行うとともに、地方給水分野においてプロジェ

クトを実施しているドナーや NGO 等に対してインタビュー調査を行い、追加情報の収集と分析

を行った（面談者リストは「付属資料 2 協議議事録 Annex 2」を参照）。 

 3） 現地調査 
マテンガ村（Mtanga Village）を訪問し、住民の給水施設に対する施設利用料金の支払い意識の

向上、給水施設周辺の衛生環境の改善等を目的とした水管理委員会に対するトレーニング（アウ

トプット 3 の実地試験）を視察し、追加情報の収集と分析を行った。 
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第4章 プロジェクトの実績と実施プロセス 

4-1 投入の実績 

（1） 日本側の投入 
 1） 専門家の派遣 

日本側の投入として、プロジェクト開始から 2013 年 3 月末までに、プロジェクト実施に必要な

多岐に渡る専門分野（［a］総括、［b］村落給水、［c］研修計画、［d］村落給水施設・井戸運営維

持管理、［e］プロジェクト調整/衛生）において、日本人の長期専門家が１名、短期専門家が 7 名

（派遣回数：合計 26 回）派遣された。（「付属資料 2 協議議事録 Annex 5. 専門家派遣」を参照）。 

 2） 資機材の供与 
日本側の投入として、オフィス機器（コピー機、コンピュータ、プロジェクター等）、GPS、車

輌（4WD ステーションワゴン、モーターバイク）などプロジェクト活動実施に必要な資機材が供

与された（「付属資料 2 協議議事録 Annex 6. 機材供与」を参照）。 

 3） 第三国研修の実施 
日本側の投入として、2012 年 2 月 24 日から 2012 年 3 月 1 日までの日程で、水開発・灌漑省の

職員 5 名、ムチンジ県政府の職員 4 名及び日本人専門家 2 名が、ザンビア共和国（以下、ザンビ

ア）で実施された研修に参加した（「付属資料 2 協議議事録 Annex 7. SOMAP 研修参加者リスト」

を参照）。 

JICA は、2005 年からザンビアで給水施設の運営維持管理体制の改善を目的とした技術協力プ

ロジェクト「地方給水維持管理能力強化プロジェクト（Sustainable Operation and Maintenance 
Project for Rural Water Supply：SOMAP）11」の実施を支援しており、本研修は、SOMAP の事例か

ら、村落給水施設の維持管理にあたり、ハンドポンプのスペアパーツのサプライチェーン構築や

NGO の活動との調整など、SOMAP プロジェクトが直面した課題、プロジェクト実施により得た

教訓を学ぶとともに、SOMAP プロジェクト関係者と中央政府、地方政府、住民の各レベルの関

係者が果たすべき役割や責任の範囲に関して幅広く意見交換を行うことを目的として実施された

ものである。 

 4） プロジェクト現地経費の支出 
日本側の投入として、プロジェクト開始から 2013 年 3 月末までに、約 2,000 万円（約 8.000 万

クワチャ12）のプロジェクト現地経費が支出された。 

                                                 
11 SOMAP のフェーズ 1（2005 年 9 月～2007 年 9 月）では、2 つの郡を対象にして 1) 郡内の給水施設維持管理体制の

整備、2) ハンドポンプスペアパーツの持続的な流通網の構築、3) 村落住民、修理技師等への啓発・研修等を実施し、

ハンドポンプスペアパーツの流通網構築を基盤とした維持管理モデル（SOMAP O&M モデル）の構築が行われ、フ

ェーズ 2（2007 年 9 月～2010 年 9 月）では、1) SOMAP O&M モデルの精緻化、2) 中央州各郡でのモデル普及、3) 国
家維持管理ガイドラインに取りまとめられた維持管理の基本原則の他ドナープロジェクトへの普及展開が行われた。

現在は、先の協力において構築された SOMAP O&M モデルの全国普及と、そのための能力強化の支援を目的とした

「地方給水維持管理コンポーネント支援プロジェクト（SOMAP 3）」（2011 年 9 月～2016 年 2 月）が実施されている。 
12 為替レート（1 円= 3.937 クワチャ）、2013 年 5 月の JICA の外貨為替レートを適用 
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（2） マラウイ側の投入 
 1） カウンターパート（C/P）の配置 

マラウイ側の投入として、中央行政レベルからは水開発・灌漑省の水供給局、水資源局

（Department of Water Resources）、計画局（Department of Planning）、衛生局（Department of Sanitation 
and Hygiene）の職員が合計 11 名*、地域行政レベルからは中部地域水開発事務所の職員が 3 名*、
県行政レベルからはムチンジ県政府の職員が合計 16 名*、カウンターパートとして配置された

（「付属資料 2 協議議事録 Annex 8. カウンターパート配置」を参照）。 

*延べ数 

 2） 施設の提供 
マラウイ側の投入として、マラウイの首都リロングウェにある水開発・灌漑省施設内の執務室

及びムチンジ県の水開発事務所施設内の執務室がプロジェクトオフィスとして提供された。それ

に加え、本プロジェクトで研修を実施する際は、水開発・灌漑省施設内及びムチンジ県政府施設

内の会議室・講義室が必要に応じて提供された。 

R/D 及び PDM 上では、マラウイ側の負担によりプロジェクトオフィスに事務所家具、電話回

線などが設置されることになっていたものの、計画通りの投入には至らなかった。 

 3） プロジェクト経費の支出 
マラウイ側の投入として、プロジェクト開始から中間レビュー時までに、水開発・灌漑省から

プロジェクト活動の日当やガソリン代として約 56 万クワチャ、車輌の維持管理代として約 3.6 万

クワチャが支出され、ムチンジ県政府から地方給水施設の維持管理に係る経常経費が支出された。

それに加え、プロジェクトオフィスの光熱費、日本側が供与した資機材の輸入に係る諸費用（通

関の手続、保管・国内輸送等）がマラウイ側により負担された。 

4-2 活動の実績 

活動計画（Plan of Operation：PO）に示されているように、本プロジェクトの活動は大きな遅れも

なく、計画通りに実施されている（「付属資料 2 協議議事録 Annex 4. PO 第 2 版を参照）。アウトプ

ット 4（ムチンジ県における強化された維持管理フレームワークの全県展開）及びアウトプット 5（強

化された維持管理フレームワークの理解の促進）を産出するための活動は、それぞれ 2013 年 12 月と

2015 年 3 月から本格的に実施される予定である。 

4-3 アウトプットの達成状況 

アウトプット 1： 村落給水施設に係る既存の維持管理フレームワークの内容を強化するための

実施体制が整備される 

指標： 
1-1. プロジェクトタスクフォース（PTF）の会合が年間少なくとも 4 回開催される。 

 
指標の達成度、アウトプット 1 の達成状況に関する日本人専門家とカウンターパートの認識、各種

会議の議事録の内容等を総合的に考慮すると、アウトプット 1 は「達成」されていると判断される。

「表  2-2 プロジェクト実施体制」に示されている通り、村落給水施設に係る既存の維持管理フレー
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ムワークの内容を強化するための実施体制は、合同調整委員会（JCC）、テクニカル・コミッティ（TC）、
PTF により構成されており、プロジェクト開始から中間レビューまでの間に、JCC が 2 回、TC が 3
回、PTF が 7 回（3 か月に 1 回の頻度）開催された（指標 1-1）。日本人専門家及びカウンターパート

によると、JCC はプロジェクトの年間計画や PDM・PO の改訂に関する議論等を通じて、プロジェク

トの全体的な方向性を提示・合意する場として有効活用されており、PTF は詳細な活動計画や技術的

な課題を議論する場として有効活用されている。 

PTF の主な機能は、既存の維持管理フレームワークが、より実践的な内容に強化され、それが全国

に普及されるように、SWAp13のテクニカル・ワーキング・グループ（TWG）やセクター・ワーキン

グ・グループ（SWG）などの場を活用して、開発パートナー（ドナーや NGO 等）を含む TWG や SWG
のメンバーに対して、維持管理フレームワーク強化に関する情報や知見を共有し、助言や提言を得る

ことである。このことから、本プロジェクトでは、既存の維持管理フレームワークの内容を強化する

ために実施されているムチンジ県での実地試験の結果を共有するワークショップを2013年10月に実

施することを計画している。 
 

アウトプット 2： 村落給水施設運営維持管理に係る現状と課題が明らかになる。 

指標： 
2-1. 現状と課題の報告書が作成される。 
2-2. 報告書が PTF と共有される。 

 
指標の達成度、村落給水施設の運営維持管理に係る現状分析と課題抽出を目的として行われた各種

調査の報告書の内容、アウトプット 2 の達成状況に関する日本人専門家とカウンターパートの認識を

総合的に考慮すると、アウトプット 2 は「達成」されていると判断される。本プロジェクトでは、第

1 年次（2012 年 2 月）に「村落給水施設の運営維持管理に係る現状分析と課題の報告書（Report on the 
Analysis of the Present Status and Challenges）」が作成され（指標 2-1）、PTF にて報告書に関する協議を

行った上で（指標 2-2）、報告書が UNICEF、Inter Aide、Engineers Without Borders（EWB）14等の主要

な開発パートナーに配布された。 

本報告書では、村落給水施設の運転維持管理に係る既存の政策、ガイドライン、マニュアルが整理

されており、開発パートナーが実施している、または過去に実施した類似プロジェクトの事例や教訓

                                                 
13 灌漑・水・衛生セクターの SWAp の管理体制は、SWAp 全体の進捗、運営を監督する SWG、運営の調整役となる

タスクフォース、各サブセクターの政策・計画の策定、実施を調整する TWG の 3 層構成になっている。また、各 TWG
は、関連省庁、開発パートナー、民間等の代表者がメンバーとなっており、各テーマに沿った調整・計画策定を行っ

ている。現在、以下の 6 つの TWG が組織されている。 
1) 組織開発及び能力育成（Institutional Development and Capacity building） 
2) 水資源管理（Water Resources Management） 
3) 水供給（Water Supply） 
4) モニタリング・評価（M&E） 
5) 生産のための水（Water for Production）  
6) 衛生（Sanitation and Hygiene） 
本プロジェクトの日本人専門家は、水資源管理、水供給、衛生の 3 分野の TWG に出席している。 
（第 1 年次業務進捗報告書、第 1 年次業務完了報告書、灌漑・水・衛生セクター：2010 年度合同セクターレビュー報

告書［Irrigation, Water and Sanitation Sector: 2010 Joint Sector Review Meeting Report］） 
各 TWG の役割は、「灌漑・水・衛生セクター：2010 年度合同セクターレビュー報告書」を参照。 
14 Inter Aide（フランスの NGO）や EWB（カナダの NGO）は、エリアメカニックの導入支援やハンドポンプ交換部

品のサプライチェーン構築支援などの活動をムチンジ県で展開している NGO である。 
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がまとめられている。加えて、本プロジェクトで実施されたべースライン調査、インタビュー調査、

キャパシティ・アセスメント調査（各種調査の内容は、「表  4-1 村落給水施設の運営維持管理に係

る各種調査」を参照）の結果を踏まえて、村落給水施設の運転維持管理に係る現状が多面的に分析さ

れるとともに、課題が抽出されている。 

表  4-1 村落給水施設の運営維持管理に係る各種調査 

調査名 調査目的 調査対象 

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
調
査

15
 

水管理委員会/ 
村落衛生水委員会の

活動状況調査 

コミュニティの現状の社会経済状況を把握する。 
調査開始時の給水施設の維持管理に関する指標の設定

に活用する。 
約 1000 箇所 

給水施設状態診断調

査 
給水施設の稼動･非稼動状況の確認、水量・水質の現状

など、施設のハード面に関する現状を把握する。 約 1000 箇所 

世帯調査 村落住民の社会経済及び水と衛生に関する現状を把握

する。 約 800 世帯 

行政組織基礎情報収

集調査 

県レベルの行政組織（県議会、県執行委員会［DEC］、

県調整チーム）や郡レベルの行政組織（地域開発委員会

［ADC］、地域執行委員会［AEC］、伝統的権威［TA］）

に関する基礎情報を収集する。 

県レベル及び郡レ

ベルの行政機関 

専門家による 
聞き取り調査 

ムチンジ県の給水・衛生セクターの運営維持管理に関す

るサービス提供の現状を把握する。 

県水開発事務所 
県環境保健事務所 
Inter Aide 

キャパシティ・ 
アセスメント調査 

既存文献・資料レビューやベースライン調査、個人や組

織に対するセルフ・アセスメント、本プロジェクトにお

いて設定したパフォーマンス・インディケーター等によ

り、地方給水施設の維持管理に関わる組織の能力を評価

する。 

地方給水施設の維

持管理の関連機関 

出所：プロジェクト資料 
 

 

アウトプット 3： ムチンジ県の試験サイトにおける実地試験を踏まえて既存の維持管理フレー

ムワークの内容が強化される。 

指標： 
3-1. 試験活動の結果から得られる教訓に基づいて実践的に強化されたフレームワークが策定さ

れる。 
 

アウトプット 3 の達成に向け、着実な進捗が見られる。アウトプット 2 を産出するために実施され

た各種調査により 14 の課題が抽出され、各課題を解決するための方策案が検討された。これらの 14
の課題を、より実践的で持続可能な維持管理フレームワークとするための 6 つのファクターに整理し

た上で、提案された各方策案の関連性や効率性を検討し、10 の実地試験活動、活動の成果、指標、

具体的な成果品が特定された（各ファクターと実地試験活動の関連性は図  4-1 を参照、実地活動の

進捗状況は表  4-2 を参照）。実地試験には、給水施設の維持管理を改善するための環境整備に係わる活動

と関係者の能力強化に係わる活動が含まれている。16 

                                                 
15 ベースライン調査は、ローカルコンサルタント会社（TM Associates 及び MACE Consult）に再委託され、実施され

た。 
16 実地試験の試験サイトは、8 つの判断基準に基づき、ムチンジ県内の 10 ヵ所が選定された。8 つの判断基準には、

（1）アフリデブハンドポンプの有無、（2）給水施設の稼働状況、（3）VHWC/WPC の設立、（4）水料金の積み立て（3,000
クワチャ以上・以下）、（5）給水施設の 30ｍ以内にトイレがあるか、（6）給水施設に流末排水ピットがないか、（7）
給水施設にフェンスが設置されていないか、（8）深井戸であるか、の 8 つの項目が設定されている。 
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ファクター 1

実地試験活動： 1 - 2
ファクター 2 ファクター 3

実地試験活動： 4 実地試験活動： 3

ファクター 5 ファクター 4

実地試験活動：5 実地試験活動： 1 - 7
ファクター 6

実地試験活動： 8 - 10

コミュニティ・オーナーシップ
意識の向上

スペアパーツサプライチェーン
制度の定着

エリアメカニック制度の定着

県レベルのモニタリング・
評価体制の強化

マニュアル・ガイドラインの
整備

県/地域水開発事務所の
人材能力強化

プロジェクト目標：

既存の維持管理フレー

ムワークがより実践的な

内容に強化される

 

図  4-1 村落給水施設の維持管理に影響する 6 つのファクターと実地試験活動の関連性 

中間レビュー時点では、ほとんどの実地試験は準備の段階にある。カウンターパートの能力評価ツ

ールとして本プロジェクトで活用されている「振り返りシート」では、多くのカウンターパートが実

地試験の準備を通して、地方給水施設の維持管理に関するガイドラインやマニュアルの管理能力、職

業教育カリキュラム手法（CUDBAS）を用いた関係者の研修ニーズ分析、プレゼンテーション能力

など、様々なノウハウを身に着けたと報告している（「振り返りシート」に関する説明は、「4-5 プロ

ジェクトの実施プロセス」を参照）。 
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表  4-2 実地試験活動の進捗状況 

実地試験活動17 活動の成果 具体的成果品 指標18 達成度 
1. ハンドポンプ給

水施設の標準的

な利用料金の設

定とユーザーの

水料金の支払い

を促進する衛生

習慣の促進 

1) 住民のハンドポンプ

給水施設に対する施

設利用料金の支払い

意識が向上する 。 
2) 住民の衛生意識が向

上する。  
3) 住民のハンドポンプ

給水施設のオーナー

シップが向上する。 

1) 水料金設定フォーマッ

トシート 
2) 水料金設定・徴収マニュ

アル 
3) 水料金の支払い動機を

促進するための衛生教

材 
4) 県調整チーム、普及員用

の研修教材 

試験サイトにおいて： 
1) 住民が給水施設の運

営・維持管理に係るライ

フサイクルコストにつ

いて理解する。  
2) 給水施設維持管理計画

にライフサイクルを考

慮した料金徴収計画が

策定される。  
3) 給水施設の運営・維持管

理の積立金額または支

払い世帯数が増加する。 

1) 運営維持管理コストの算定シートのドラフト版が

作成された。  
2) 現在プロジェクトは、施設維持管理の料金の設定及

び徴収に係わる住民の意思決定を支援することを

目的とした「村落給水施設のCBM研修教材

（Training Materials for Community Based 
management fur Rural Water Supply）」のドラフトを

作成中である。本教材には、水料金設定、会計や簿

記などのトピックがカバーされている。 
3) 住民の衛生意識の向上に伴い、施設利用料金の支払

い意識を向上させるための促進マテリアル（村長の

宣誓書フォーマット、プロモーションソング）開発

を行う目的で検討委員会が立ち上げられ、これまで

3回のワークショップが開催された。  
2. 運営維持管理に

配慮した施設設

計と給水施設周

辺の衛生促進 

1) 住民による運営維持

管理に適した施設設

計図書が出来る。  
2) 試験サイトにおいて、

ハンドポンプ給水施

設周辺の衛生環境が

改善される。  

1) アフリデブハンドポン

プ付深井戸給水施設の

付帯構造物（フェンス・

流末排水ピット）に係る

標準図面集（インフォー

ムド・チョイス型） 
2) 水管理委員会用給水施

設衛生の研修教材 
3) 水管理委員会の給水施

設周辺の衛生環境を改

善する動機が向上する

ための教材 
4) 県調整チーム、普及員用

の研修教材 

試験サイトにおいて： 
1) 給水施設に対し、流末排

水ピット、フェンス工が

整備される。  
2) 流末排水ピット、フェン

ス工や、その他給水施設

周辺の衛生環境が改善

した給水施設が増加す

る。  

1) 現在プロジェクトは、「村落給水施設の衛生に関す

るインフォームド・チョイス・マニュアル（Informed 
Choice Manual on Water Point Sanitation in Rural 
Water Supply）」のドラフトを作成中である。本マ

ニュアルには、マラウイで調達可能な低コスト材料

を使用して整備可能なフェンス、流末排水ピットに

係わる情報がまとめられている。 
2) 住民のハンドポンプ給水施設周辺の衛生環境改善

を目的とする教材（施設周辺衛生改善マニュアルや

意思促進マテリアル［村長の宣誓書フォーマット、

プロモーションソング］）開発のための検討委員会

が立ち上げられ、これまで3回のワークショップが

開催された。 

                                                 
17 PDM（第 2 版）に記載されている活動 3-3-1～3-3-10 と同じ 
18 ここで言う成果と指標とは、成果 3 を達成するために抽出された 10 の実地試験活動の成果達成度を測る目的で設定したものであり、PDM で設定した成果および指標とは

異なる。 
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実地試験活動 活動の成果 具体的成果品 指標 達成度 
3. エリアメカニッ

クの導入プロセ

スの標準化と定

着 

1) エリアメカニックの

導入プロセスが標準

化される。  
2) エリアメカニックに

対する支援体制が改

善される。  

1) エリアメカニック導入

実施ガイドマニュアル

（改訂版） 
2) エリアメカニック支援

のための提言 

1) エリアメカニックの支

援に対する方針が定ま

る。  
2) エリアメカニックの支

援策が試行される。  
3) エリアメカニックの導

入に係るマニュアルが

改訂される。  

エリアメカニックの導入プロセスの標準化のため、エ

リアメカニックに関する 新の知見をEWB、Inter 
Aide、BASEDA、Concern UniversalなどのNGOから収

集・分析し、支援に対する方針を策定中である。  

4. サプライチェー

ンの導入プロセ

スの標準化と定

着 

1) サプライチェーンの

導入プロセスが標準

化される。  
2) サプライチェーン構

築のモデルが整備さ

れる。  

1) ハンドポンプサプライ

チェーン導入実施ガイ

ドマニュアル（改訂版）

2) ハンドポンプスペアパ

ーツサプライチェーン

の導入モデルに係る提

言 

1) ハンドポンプスペアパ

ーツのサプライチェー

ンに係る支援方針が定

まる 
2) ハンドポンプスペアパ

ーツのサプライチェー

ンに係る支援策が試行

される  
3) ハンドポンプスペアパ

ーツのサプライチェー

ンの導入に係るマニュ

アルが改訂される  

サプライチェーンの導入プロセスの標準化のため、サ

プライチェーンに関する 新の知見を Inter Aide、
BASEDA、Concern UniversalなどのNGOから収集・分析

し、支援に対する方針を策定中である。  

5. 給水施設のモニ

タリングシステ

ムの標準化と定

着 

給水施設のモニタリング

システムが標準化される。 
1) 村落給水標準用語集 
2) 村落給水施設モニタリ

ングマニュアル 
3) 村落給水施設モニタリ

ング簡易アプリケーシ

ョン 

試験サイトの： 
1) 給水施設のモニタリン

グデータが更新され

る。 
2) 給水施設のモニタリン

グデータを活用し、評

価が行われる。  

1) 給水施設モニタリング用語集開発のため、既存資料

から用語の定義とそれに対応したイラストの抽出

作業を実施中である。  
2) Engineers without bordersへの再委託（2013年2月締

結）によって、「給水施設モニタリングデータベー

スのユーザーガイドマニュアル（User-guide Manual 
on Database for Monitoring Water Supply Facilities）」

のドラフトを作成中である。 
6. マニュアルの規

則整備に対する

活動（使用・保管

および階層管理）

マニュアル管理の環境が

整備され、既存マニュアル

が更新・再整理される。 

1) 文書承認（新規、改訂、

廃止）の管理ガイド  
2) 文書管理の責任組織の

任命 
3) ソフト、ハード文書の適

切な管理 

1) 更新されたマニュアル

の数  
2) 既存文書の活用手引書

が整備される。  
3) 文書保管方法が明確に

なる。 

1) 文書カテゴリーの定義付け、既存文書類のプロファ

イル、キーワードの作成と階層分類が実施された。  
2) 文書類の承認・更新に関する規定の骨格が作成され

た。  
3) 研修マニュアルの標準フォーマットが作成された。 
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実地試験活動 活動の成果 具体的成果品 指標 達成度 

6. マニュアルの規

則整備に対する

活動 
 
（続き） 

 4) マニュアル活用のため

のユーザーガイド 
5) 重要な文書類の更新・改

訂 
6) マニュアル活用のため

のハンドブック 

4) 文書類の承認・更

新・廃止に関する規

定が明文化される、

またはガイドライン

が作成される。 

4) 既存文書の利用実態調査を行い、現在調査報告書

を取り纏め中である。 
5) 文章管理ガイドライン（仮称）の作成に向け、文

書管理（書籍、電子書籍）に関しマラウイの法律

や他組織の事例の収集を行うとともに、ワークシ

ョップ形式にて、カウンターパートが理想とする

文書管理システムのニーズが把握された。 
7. 深井戸維持管理

に係るテキスト

の開発に対する

活動 

既存マニュアルにおける

住民および普及員レベル

の深井戸維持管理方法が

見直され、更新される。 

1) 住民用深井戸維持管理

に関するよくある質問

とその回答（FAQ） 
2) 普及員用深井戸診断・更

新標準テキスト 

住民、普及員レベルの深井

戸維持管理に係るマニュ

アルが更新される。  

1) 深井戸とアフリデブハンドポンプに関するトラブ

ルシューティングチャートのドラフトが作成され、

チェワ語への翻訳作業が開始された。 
2) 普及員研修用の深井戸診断・改修テキストのドラフ

ト版が作成された。 
8. 地域水開発事務

所によるムチン

ジ県の運営維持

管理活動を支援

するための年間

活動計画策定に

対する活動  
 

1) 地域水開発事務所に

よるムチンジ県の給

水衛生運営維持管理

の計画、実施、モニタ

リング・評価に係る報

告能力が強化される。

2) 県の給水施設の運営

維持管理活動実施の

ためのリーダーシッ

プ力が向上する。 
3) 給水施設の維持管理

フレームワークを全

国に普及させるため

の役割が具体化され

る、または業務分掌が

改訂される。 

1) 地方水開発事務所 用研

修カリキュラム 
2) 地方水開発事務所 用研

修教材・テキスト 
3) 地方水開発事務所年間

活動計画書フォーマッ

ト 
4) 運営維持管理活動モニ

タリング用フォーマッ

ト 

1) 地方水開発事務所用

研修カリキュラムが

開発される。 
2) 地方水開発事務所用

研修教材・テキストが

開発される。 
3) 給水施設の運営維持

管理の年間活動計画

が策定される。 
4) モニタリングレポー

トが改善された方法

で準備される。 

1) 研修計画策定のため、CUDBASワークショップが実

施された。  
2) 地方水開発事務所用の研修カリキュラムが作成さ

れた。  
3) 作成されたカリキュラムに基づき、これまでに4回

の研修が実施された。 
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実地試験活動 活動の成果 具体的成果品 指標 達成度 
9. ムチンジ県の給

水衛生運営維持

管理計画の策定

支援に対する活

動  
 

ムチンジ県調整チーム

の給水衛生施設に係る

運営維持管理計画の策

定能力が改善される。 

1) 県調整チーム用研修カリ

キュラム 
2) 県調整チーム用研修教

材・テキスト 
3) 県給水衛生運営維持管理

計画書 

県の給水施設の運営維持管

理が強化されるための活動

が県の給水衛生運営維持管

理の関連計画に明記され

る。  

1) 研修計画策定のため、CUDBASワークショップが

実施された。 
2) 県調整チーム用研修カリキュラムが作成された。 
3) 作成されたカリキュラムに基づき、これまでに3

回の研修が実施された。 

10. ムチンジ県調整

チーム、普及員に

よる試験サイト

への運営維持管

理計画の策定支

援に対する活動 
 

県政府による試験サイ

トへの給水施設運営維

持管理の支援体制が強

化される  

1) 県調整チーム・普及員用

研修カリキュラム 
2) 県調整チーム・普及員研

修教材・テキスト 
3) 村落衛生給水委員会及び

水管理委員会用給水施設

運営維持管理計画書フォ

ーマット 
4) 試験サイトの作成による

給水施設運営維持管理計

画 

1) 試験サイトの村落衛生

給水委員会及び水管理

委員会によって給水施

設の運営維持管理計画

が策定（改定）される。

2) 研修を受講した県調整

チーム及び普及員の数 
 

1) 実地試験1と2で開発中のマニュアルに併せて、村

落衛生給水委員会及び水管理委員会用の給水施設

運営維持管理計画書（案）のテンプレートドラフ

トを作成中である。 
2) 2013年5月から開始予定の試験サイトにおける他

の実地試験と並行して実施する予定である。 
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アウトプット 4： 内容が強化された維持管理フレームワークがムチンジ県全県において適用さ

れる。 

指標： 
4-1. 強化されたフレームワークに従って研修を受けたコミュニティの数が○○箇所に達する。（コ

ミュニティの数は本成果を達成するために割り当てられた「マ」国政府の予算によって決定

される） 
4-2. 研修実施後のカウンターパートの理解度が改善する。 

 
中間レビュー時点での本プロジェクトの進捗状況については、ムチンジ県の試験サイトにおいて、

既存の維持管理フレームワークの内容を強化するための実地試験活動が本格的に始まっていないた

め、維持管理フレームワークの全県展開はまだ実施されていない。アウトプット 4 を産出するための

活動は、2013 年 12 月から開始される予定である。 

 
アウトプット 5： 内容が強化された維持管理フレームワークが広く周知される 

指標： 
5-1. 実践的な内容に強化された維持管理フレームワークが SWAp の SWG ですべてのステークホ

ルダーと共有される。 
5-2. SWG に参加したステークホルダーの数 
5-3. 実践的な内容に強化された維持管理フレームワークが SWG により支持される。 
5-4. 実践的な内容に強化された維持管理フレームワークの配布先の数 

 
アウトプット 5 を産出するための活動は、2015 年 3 月から開始される予定である。アウトプット 5

で計画されている活動に加えて、本プロジェクトは、灌漑・水・衛生セクターの SWAp の TWG や

SWG において、開発パートナー等に対しプロジェクトの進捗を報告している。また、実地試験活動

の一環として、エリアメカニック制度やスペアパーツのサプライチェーンの構築支援を提供している

EWB や Inter Aide、BASEDA、Concern Universal などの NGO と連携を図っている。 

4-4 プロジェクト目標達成の見込み 

プロジェクト目標： 既存の維持管理フレームワークが、全国的に普及するよう、実践的な内容に

強化される 

指標： 
1. 実践的な内容に強化された維持管理フレームワークが SWAp の関連ドキュメントにおいて

記述される 
2. ベースライン調査時に稼働していなかった給水施設の○○％が稼働する（目標値は、プロジ

ェクト開始後 6 か月以内に実施するベースライン調査の結果に基づき設定する。） 
 

本プロジェクトは、既存の維持管理フレームワーク（ガイドラインやマニュアル）が全国的な展開

が可能となるように、より実践的な内容に強化されることを目標として実施されており、既存の維持

管理フレームワークを実践的な内容に強化するためのアウトプットが着実に計画通りに産出されて

いることから、プロジェクト目標がプロジェクト終了時（2015 年 7 月）までに達成される見込みは

高いと判断される。 

日本人専門家とカウンターパートによると、維持管理フレームワークがどの程度実践的な内容に強
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化されるかは、ムチンジ県の試験サイトで実施される実地試験の結果から、マニュアルやガイドライ

ンの内容をどの程度改善できるかにかかっている。 

マラウイでは、2009 年に UNICEF の支援により維持管理フレームワークの構築が試みられたが、

UNICEF の委託を受けたコンサルタントが灌漑・水開発省（現在の水開発・灌漑省）と十分な協働や

協議を行わず、フレームワーク文書のドラフトを作成したことに対し、同省が強く反発し、ドラフト

を受け入れなかった経緯がある。本プロジェクトは、その際の教訓を十分に踏まえて、維持管理フレ

ームワークの開発にあたっては、日本人専門家とカウンターパートが協働で実施することを重視して

活動を進めている19。加えて、維持管理フレームワークが水開発・灌漑省内で公的に認知されるプロ

セスを明確化する活動も、実地試験活動の一環として実施されている。 
 

4-5 プロジェクトの実施プロセス 

（1） プロジェクト実施の促進要因 
本プロジェクトの活動は、PO に沿って、概ね計画通り実施された。 

円滑なプロジェクト実施を促進した要因として、プロジェクト内（専門家チームとカウンター

パート間及びカウンターパート相互間）での緊密なコミュニケーション及びコンサルテーション

が挙げられる。本プロジェクトでは、日本人専門家チームは、予定された活動に関する情報を毎

週カウンターパートと共有している。加えて、県調整チームとの月例会議が定期的に開催され、

プロジェクト活動の進捗状況やプロジェクト実施に影響する課題については、JCC や PTF の場を

活用して、中央、地域、県レベルのプロジェクト関係者に報告された。カウンターパートによる

と、プロジェクト関係者間で密なコミュニケーションがあったことで、水開発・灌漑省及びムチ

ンジ県政府の良い協力関係が構築され、県調整チームのチームワークが強化された。 

さらに、日本人専門家がカウンターパートの能力開発評価ツールとして、「ポートフォリオ評価」
20システムを導入するなど、カウンターパートのプロジェクトへのオーナーシップを高めるよう

な工夫を行ったことが、プロジェクト実施の促進要因として挙げられる。カウンターパートは、3
か月に一度「振り返りシート」により、担当する実地試験活動を振り返る機会がある。振り返り

シートは、（1）実施した活動、（2）成功裏に実施した活動のなかで、今後も継続すべき活動、（3）
活動を実施するにあたり直面した課題、（4）次に新しく実施したい活動、（5）実地試験活動を通

じて身についたと思われる能力（知識やスキル）の 5 項目により構成されており、本シートの活

用はプロジェクト活動へのカウンターパートの主体的な参加やプロジェクトへのオーナーシップ

の促進につながっている。また、カウンターパートによると、振り返りシートは、プロジェクト

に対する個人的な意見を述べることのできるコミュニケーション・ツールとしても役に立ってい

る。 

                                                 
19 詳細計画策定調査報告書（2011 年）及び日本人専門家・ドナーへのインタビュー調査（2013 年） 
20 これまで教育、医学教育分野で多く用いられている学習・評価ツールで、アウトカムや学習の目的に向かっている

過程を示す証拠、自己省察やメンター（優れた助言者・指導者）の指導内容、評価の記録などをファイルなどに蓄積・

整理し、学習者がその「振り返り」を行うことで、アウトカムの質の向上に繋げることや学習者の成長を評価するツ

ールとして用いられている。 
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（2） プロジェクト実施の阻害要因 
本プロジェクトでは、プロジェクト管理は適切に行われ、アウトプットや実地活動の具体的な

成果品も産出されてきているものの、財政的・人的リソースの不足及びカウンターパートの離職

率や異動率の高さが、円滑なプロジェクト実施の阻害要因となっている。ほとんどのカウンター

パートが、「日当や交通等のプロジェクト経費が十分に（または全く）配布されなかったことによ

り、プロジェクト活動に主体的に取り組むことが困難になった」と、振り返りシートで、また本

中間レビューのインタビュー調査時に強調していた。本来、カウンターパートやプロジェクトが

実施する研修の参加者への日当や交通費は、マラウイ側が負担すべきであるものの、2012/13 年度

21の公共セクター投資プログラム（Public Sector Investment Program：PSIP）から本プロジェクト

への予算の配分がなかったため、マラウイ側は財政的な制約からこれらのプロジェクト経費を十

分に負担することができなかった。そのため、計画通りの活動実施を確実なものにするために、

臨時的な措置として、2013/14 年度（マラウイ会計年度）が開始される直前の 2012 年 3 月から 6
月までの期間は、JICA がカウンターパートの日当を負担することが記された「日当の支払いに関

する覚書（Memorandum of Understanding［MOU］ on the Payment of Meal Allowance）」が、2013
年 3 月に JICA と水開発・灌漑省との間で合意署名された。 

プロジェクトの進捗に影響を与えているその他の課題として、人的リソースの不足とカウンタ

ーパートの離職・異動率の高さが挙げられる。プロジェクト開始以来、異動/離職/休職したカウ

ンターパートには、県行政レベルで重要な技術移転の対象者である県水開発担当官（2 名）とコ

ミュニティ開発担当官（1 名）、地域行政レベルで重要な技術移転の対象者である上級コミュニテ

ィ給水衛生担当官（1 名）が含まれる。加えて、全体的に行政官が不足していることから、多く

のカウンターパートが本プロジェクト以外の開発プロジェクトに直接的に関わっている。そのた

め、本プロジェクト活動に費やせる時間が制限されていることから、会議の調整は大変な時間と

労力を要している。カウンターパートによると、通常の業務に加えて、様々な開発プロジェクト

により課された追加的な責任を十分にこなす時間を確保することは難しい、とのことである。ま

た、他のプロジェクトメンバーに会ってプロジェクトの相談をすることも容易ではない、という

コメントもあった。 

（3） PDM の改訂 
2012 年 8 月に開催された第 2 回 JCC において、改訂版 PDM と PO が承認された。PDM・PO

の主な改訂事項は、アウトプット 1 とアウトプット 2 の活動である。アウトプット 1 の活動につ

いては、当初の計画では、既存の維持管理フレームワークを強化することについて議論するワー

キンググループが、水開発・灌漑省に設立されることが構想されていたが、ワーキンググループ

は、SWAp で既に設置されている SWG や TWG の機能と体制が似ていることから、本プロジェク

トで新たにワーキンググループを設立することは関係者間で混乱を招くと、マラウイ側が懸念を

示したため、マラウイ側の意見に配慮して、代わりに PTF を設立することとなった。プロジェク

ト開始時の PDM では、活動 1-1（ワーキンググループを設立する活動）には、「開発パートナー

の参加を促しつつ（stipulating the participation of the other development partners）」という文言が含ま

れており、ドナー調整に重みが置かれていたものの、本プロジェクトで合意された PTF メンバー

                                                 
21 マラウイ会計年度は 7 月から 6 月までである。 
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リストには開発パートナーは明記されておらず、PTF は、主に日本人専門家と実施機関の職員間

でプロジェクトの知見・成果、計画に関する情報共有、コメントの収集を行う場となり、開発パ

ートナーへの情報・知見の共有、コメントの収集については、SWG や TWG を通じて実施される

こととなった。アウトプット 2 に関わる改訂については、活動 2-0（衛生に係る基礎情報の収集）

が追加され、活動 2-5（キャパシティ・アセスメントの実施）及び活動 3-3（試験サイトにおける

実地試験活動の実施）のより細かく、具体的な活動が追記された。 
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第5章 評価結果 

5-1 妥当性 

村落給水施設の維持管理の改善を通じた安全な水へのアクセスの向上は、マラウイ国民のニーズに

合致しており、マラウイ政府の開発政策、日本政府の援助政策との整合性が高く、本プロジェクトの

アプローチも安全な水へのアクセスを改善するために適切であることから、妥当性は「高い」と評価

される。 

（1） 受益者のニーズとの整合性 
安全な水への安定したアクセスは、貧困の削減や水因性感染症の予防に必要不可欠であるもの

の、マラウイでは、給水施設の約 3 割は、故障やスペアパーツの不足、修理費の不足、水質や水

量が原因で稼働していない22。安全な水へのアクセスを改善させるためには、村落給水施設の稼

働率の向上が欠かせず、そのためには維持管理フレームワークをより実践的な内容に強化するこ

とが欠かせない。このことから、本プロジェクトは、安全な水へのアクセスに対するマラウイ国

民のニーズや、住民参加による村落給水施設の維持管理を支援する責務を担う水開発・灌漑省の

行政官、地方政府行政官、村落衛生給水委員会及び水管理委員会メンバーのニーズとも合致して

いる。 

（2） マラウイ政府の開発政策との整合性 
マラウイ政府は、国家長期開発政策である「Vision 2020」（1998 年）とそれを達成するための

国家中期開発政策である「マラウイ成長開発戦略フェーズ 2（MGDS II）2011 年～2016 年」にお

いて、安全な水へのアクセス改善の国家重要開発目標の 1 つとしている。Vision 2020 では、村落

給水施設を改善する戦略として、コミュニティ・メンバーや NGO が直接的に資金を拠出した村

落給水ファンドの設立が重要視されており、MGDS II では、MGDS に引き続き、グリーンベルト

灌漑・水資源開発を 9 つの重点分野の一つに挙げ、コミュニティから平均 500m 以内での水源へ

のアクセスを実現させることを中期目標として掲げており、水資源開発及び管理における住民の

エンパワメントの促進及び全レベルにおける実践的な運営維持管理の制度化を、中期目標を達成

させる戦略として明記している。 

本プロジェクトは、「国家水政策」（2005 年）、「国家衛生政策」（2008 年）、「国家地方分権化政

策」（1998 年）、「国家環境政策」（2004 年）等の様々なセクター政策とも合致している。特に、国

家水政策では、地方分権化を背景に、県政府の支援によるコミュニティ・ベースの給水サービス

管理体制を定着させることを推進している。 

（3） 日本の対マラウイ援助政策との整合性 
我が国の「対マラウイ共和国 国別援助方針（2012 年）」には、「基礎的社会サービスの向上」

が 2 つの重点分野（中期目標）の 1 つとして位置づけらており、それを達成する戦略として、我

が国は「給水施設の修復・維持管理体制強化を通じて既存の給水施設を効率的に活用し、安定的

な給水率の向上を支援する」ことが明言されている。 
                                                 
22 Water Point Mapping Report, 2007. Operation and Maintenance of Rural Water Supplies in Malawi Study Findings 17th 
December 2008 Erich Baumann and Kerstin Danert 
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加えて、日本政府は、2008 年に開催された第 4 回アフリカ開発会議（TICAD IV）の横浜行動

計画で、給水・衛生システムの管理者及び利用者の能力構築及び衛生的生活習慣改善のための啓

蒙活動の促進を支援することを公約した。2013 年に開催された第 5 回アフリカ開発会議（TICAD 
V）の横浜行動計画でも、水供給サービスの範囲及び持続可能性の向上による安全な飲料水への

アクセスの増加が「万人が成長の恩恵を受ける社会の構築」の具体的な成果目標の 1 つとして挙

げられていることから、本プロジェクトは日本政府の援助方針に合致している。 

（4） プロジェクトアプローチの適切性 
マラウイにおいて、国民の安全な水へのアクセスを阻害している主な課題として、給水施設が

十分に稼働していないことが挙げられる。給水施設の非稼働は、コミュニティの共同財に対する

社会的態度、政府職員の能力、政府と NGO 間の連携、民間セクターとコミュニティ・メンバー

の連携など多岐に渡る要因が関連する複雑な問題である。このような複雑な問題に対し、本プロ

ジェクトの手順を踏んだアプローチ（維持管理フレームワークの現状を多面的に分析し、課題を

十分に抽出した上で、抽出された課題に対応する必要な活動を計画し、実地試験活動を行い、そ

の結果に基づきフレームワークを改善する）は適切であった。 

5-2 有効性 

本プロジェクトの有効性は「高い」と評価される。プロジェクト目標（既存の維持管理フレームワ

ークが、全国的な展開が可能となるよう、より実践的な内容に強化される）の達成に向けて着実にア

ウトプットが産出されており、プロジェクト目標とアウトプットの因果関係は明確である。 

（1） プロジェクト目標とアウトプットの因果関係及びプロジェクト目標の達成見込み 
本プロジェクトは、既存の維持管理フレームワーク（ガイドラインやマニュアル）が全国的な

展開が可能となるよう、より実践的な内容に強化されることを目標としており、本プロジェクト

の 5 つのアウトプットは、この目標を達成するために必要なステップを網羅している。具体的に

は、アウトプット 1 から 4 は維持管理フレームワークの強化、アウトプット 5 は、全国的な展開

に向けた維持管理フレームワークの公的な認知に直接つながっている。 

「4-4 プロジェクト目標達成の見込み」で述べたとおり、維持管理フレームワークの実用性の

強化に向けて確実にアウトプットは産出されてきていることから、プロジェクト終了時（2015 年

7 月）までにプロジェクト目標が達成される見込みは高い。中間レビュー時では、PTF が定期的

に開催され、既存の維持管理フレームワークの内容を強化するための実施体制が整備されており

（アウトプット 1）、村落給水施設運営維持管理に係る現状・課題に関する詳細調査が実施され（ア

ウトプット 2）、ムチンジ県の試験サイトにおける実地試験の準備段階で、様々なマニュアル、研

修カリキュラム、住民の衛生意識の向上等を目的とする意思促進マテリアルがドラフトされた（ア

ウトプット 3）。これらの具体的成果品は、プロジェクトの後半に試験運用されることになってい

る。維持管理フレームワークが水開発・灌漑省により公的に承認されるために、日本人専門家と

カウンターパートが協働して維持管理フレームワーク作成に取り組み、また、実地試験活動の一

環として省内における維持管理フレームワークの承認プロセス明確化に取り組んでいる。 

（2） プロジェクト目標の達成に至るまでの外部要因 
本プロジェクトのプロジェクト目標達成に至るまでの外部要因（「プロジェクト期間中にカウン
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ターパートの異動が頻繁に起きない。」）は十分満たされているとは言い難い。「4-5 プロジェクト

実施プロセス」で述べたとおり、特に県レベルのカウンターパートの異動や離職がプロジェクト

実施の課題となっている。その一方で、カウンターパートによると、異動/離職が生じた場合は、

県調整チームが、異動/離職したカウンターパートの本プロジェクトにおける役割・責任を一時的

に他の県調整チームのメンバーに振り分けたり、新しく配置されたカウンターパートに本プロジ

ェクトの諸情報を提供したりして、適宜対応してきている。 
 

5-3 効率性 

マラウイ側の財政的制限や人的リソース不足など、効率性を低める要素はあったものの、プロジェ

クトの活動を実施するために必要な投入は、タイミング良く実施されており、無駄なく使われ、アウ

トプットの産出に貢献していることから、本プロジェクトの効率性は「比較的高い」と判断される。 

（1） アウトプットの達成状況と効率性を向上した要因 
「4-3 アウトプットの達成状況」で述べたとおり、アウトプット 1 とアウトプット 2 は既に達

成されており、アウトプット 3 の達成に向けて着実な進捗が見られる。中間レビューの時点では、

全ての投入は適切に実施され、アウトプットの産出に貢献している。 

本プロジェクトでは、既存の維持管理フレームワークの現状や課題、並びに村落給水施設に係

わる過去の類似開発プロジェクトが直面した課題や教訓が広く調査された。アウトプット 3 を産

出するための基礎的な準備を慎重に行ったことにより、維持管理フレームワークの内容をより実

践的なものに強化するために実地試験活動において活用できる既存の人材、情報、知識が特定さ

れた。例えば、試験サイトの住民を対象とする活動には、県調整チームによる各セクター担当事

務所の調整を通じて、県水開発事務所の普及員だけではなく、県コミュニティ開発事務所や県環

境保健事務所の普及員もファシリテーターとして参加している。また、Inter Aide、EWB、BASEDA、

Concern Universal などのエリアメカニックやスペアパーツ・サプライチェーンの導入を支援して

いる NGO から情報を収集し、各 NGO の支援内容、支援実施から得た教訓や直面した問題を比較

分析することにより、エリアメカニックやスペアパーツ・サプライチェーン導入プロセスの効率

的な検討につながっている。また、ザンビアの SOMAP への研修もアウトプット 3 の産出に貢献

している。中間レビューで実施されたインタビュー調査では、研修に参加したカウンターパート

は、研修でSOMAPの好事例やSOMAP実施過程で生じた問題やその対処法を学んだことにより、

給水施設の維持管理体制の比較対象が増え、実地試験活動に対してより一層有益なインプットが

提供できるようになったとコメントしており、研修に参加しなかったカウンターパートは、参加

者がザンビアで得た知見を様々な機会で共有したことで、実践的な維持管理フレームワークのよ

り具体的なイメージを持つことができたとコメントしている。 

（2） 効率性を阻害した要因 
マラウイ政府の財政的な制約と人的リソース不足が、本プロジェクトの効率性を低下させる要

因となっている。大半のカウンターパートは、通常業務以外に複数の開発プロジェクトに携わっ

ていることから、本プロジェクトの活動より他の業務を優先しなければならなかったことがあり、

本プロジェクト活動の計画や実施に若干支障をきたした。財政的な制限については、多くのカウ

ンターパートが、本プロジェクトの活動を実施するにあたり、カウンターパートの日当や交通費
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に充てられるプロジェクト予算23がないことがやる気を低下させる要因になり、主体性を持って

プロジェクト活動を実施することが困難になったと報告している。 

5-4 インパクト 

中間レビュー時点では、試験サイトにおける 10 の実地試験活動はまだ本格的に実施されていない

ため、上位目標（「実践的な内容に強化された維持管理フレームワークが全国的規模で展開される」）

がプロジェクト終了後3年から5年で達成される見込みや本プロジェクト実施によるコミュニティへ

の影響を評価するのは、「時期尚早」と判断される。一方で、カウンターパートの村落給水施設の維

持管理に関する認識の変化など前向きな効果がみられる。ただし、上位目標達成に至るまでの外部条

件が十分に満たされる可能性については不確実な部分があることから、上位目標の確実な達成には、

水開発・灌漑省及び県政府がこれまで以上に強いリーダーシップと協力体制を持って、十分な予算と

人材を配置していく必要がある。 

（1） 上位目標の達成見込み及びプロジェクト目標との因果関係 
既存の維持管理フレームワークは、ムチンジ県の試験サイトにおける実地試験を踏まえて内容

が強化されることになっているが、中間レビュー時点では、試験サイトにおける 10 の実地試験活

動はまだ本格的に実施されていないため、上位目標がプロジェクト終了後 3 年から 5 年で達成さ

れる見込みを評価するのは、時期尚早である。その一方で、マラウイ政府の緊迫した財政状況を

考慮すると、水開発・灌漑省や県政府への適正な財源の配分、政府による村落給水施設の運営維

持管理コストの予算化などの、上位目標達成に至るまでの外部条件が満たされる可能性には不確

実性がある。 

実践的な内容に強化された維持管理フレームワークの全国的な展開を達成するには、水開発・

灌漑省及び県政府がこれまで以上に主体的に財政的・人的リソースを調達する必要があり、その

ためには、開発パートナーを含むすべての関係者が積極的に維持管理フレームワークの全国的な

展開に貢献できる道筋を示す明確なロードマップが必要である。 

（2） その他のインパクト 
実地試験活動の大半はまだ準備段階にあるため、コミュニティレベルにおける本プロジェクト

の影響はまだ十分に具体化されていない。一方で、中間レビューでは、プロジェクト実施に直接

的に関わってきた関係者の行動や考え方に前向きな変化があったことが確認された。ムジンバ県

の計画開発局長によると、本プロジェクトのインパクトとして、3 つの変化が挙げられる。まず、

本プロジェクトの実施により、村落給水施設の維持管理活動の支援は、民間セクターを巻き込ん

で実施されなければならないというマインドセットが県レベルのカウンターパートの間で確立さ

れた。第 2 に、県調整チームのメンバーが、施設の維持管理に係わる活動を県政府の活動計画に

組み込むことの重要性をより強く認識するようになった。第 3 に、プロジェクト活動を連携・協

力しながら実施することで、県調整チームのチームワークが強化された。 

中部地域水開発事務所の担当官によると、本プロジェクトの実施により、地域水開発事務所と

                                                 
23 本プロジェクトでは、カウンターパートの日当や交通費に充てられるプロジェクト予算は、「カウンターパートフ

ァンド」と呼ばれている。 
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ムチンジ県との連携が強化された。具体的には、村落給水に関するより多くの報告をムチンジ県

水開発事務所から受けるようになり、ムチンジ県で実施される給水及び衛生関連の行事に招待さ

れるようになった。加えて、本プロジェクトに携わったことで、村落給水施設の維持管理に含ま

れる様々な要素を包括的に理解することができ、中部地域水開発事務所が管轄する他の県に対し

てもより適切な技術指導を提供できるようになった。 

5-5 持続性 

中間レビュー時点では、本プロジェクトの持続性は「中程度」である。マラウイの関連政策文書で

は給水施設の維持管理フレームワークをより実践的な内容に強化する必要性が謳われており、本プロ

ジェクトで移転されている技術的知識はカウンターパートから受容・理解されているが、水セクター

の全体的な人的リソース不足や財政状況を鑑みると、組織面・財政面の持続性には懸念材料がある。

一方で、予算確保に向けた取り組みが水開発・灌漑省及びムチンジ県議会により進められている。 

（1） 政策・制度面 
本プロジェクトの政策・制度面の持続性は、比較的高い。「5-1 妥当性」に述べたとおり、マラ

ウイの関連政策文書では給水施設の維持管理フレームワークをより実践的な内容に強化する必要

性は確認されており、政策の方向性が近い将来に変わる可能性は低い。その一方で、中央行政レ

ベルで村落給水施設の維持管理に特化した協議の場が無い。維持管理に関連する事柄は、SWAp
の水供給 TWG、水資源管理 TWG、衛生 TWG で議論されることになるものの、給水施設の維持

管理に関して、十分に協議ができる場ではない。中間レビュー調査団がインタビューを実施した

開発パートナーからは、関係者が給水施設の維持管理に係るお互いの活動を理解し、互いにフィ

ードバックを提供し、また、プロジェクトの方向性を調整する場を持つ必要があり、そのような

場を設けることは強化された維持管理フレームワークの全国的な展開に大いに貢献するという意

見があった。 

（2） 組織面 
組織面では、水開発・灌漑省及び地方議会で欠員及び異動/離職が多いことが、持続性の課題と

なっている。プロジェクト開始以来、ムチンジ県水開発担当官は 2011 年に交替し、また、新しく

配置された職員も 2013 年 3 月に離職したことから、中間レビュー期間中は、ムチンジ県水開発担

当官のポジションは空席であった24。水開発・灌漑省が作成した 2011/12 年度マラウイ灌漑・水・

衛生セクター・パフォーマンス報告書によると、給水・衛生サブセクターの欠員率は 71.2％と極

めて高い25。欠員率が高い結果として、現職職員の仕事量が増え、研修を受けていない様々な業

務を負担することになることから、ムチンジ県で本プロジェクトの効果が定着することや強化さ

れた維持管理フレームワークを全国的に展開させることを困難なものにしている。 

（3） 財政面 
財政面では、予算確保に向けた取り組みは実施されているものの、施設の運営維持管理に充て

                                                 
24 水供給局によると、水開発・灌漑省はムチンジ県水開発担当官のポジションを補充する人材を既に特定しており、

正式な任命通知書を発行した。（水供給局へのインタビュー調査［2013 年］） 
25 ムチンジ県では、水セクターの普及員（Water Monitoring Assistant）が 3 名であるのに対し、保健セクターの普及員

（Health Surveillance Assistant）は 339 名、コミュニティ開発セクターの普及員（Community Development Assistant）は

9 名である。（ベースライン調査報告書［2011 年］） 
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られる県政府の予算が非常に限られていることが課題となっている。給水・衛生施設の維持管理

への予算確保は県議会26の責任であると国家地方分権化政策に定められており、日常的な施設の

運営維持管理に充てられる財源は、財務省から配分される県政府経常予算27並びに地方開発交付

金（Local Development Fund：LDF）28と選挙区開発基金（Constituency Development Fund：CDF）29

などの使途がセクターに限定されていない開発ファンドがある。ムチンジ県水開発事務所の経常

予算は、月約 80,000 クワチャ（約 200 ドル）と非常に少なく、事務所の光熱費や移動のための燃

料もそこから支出されている。また、開発ファンドは、少ない予算規模にもかかわらず、全ての

セクターを対象にしているため、これらの財源から給水施設の運営維持管理活動に十分な予算を

確保することは非常に困難である。 

この状況を踏まえて、本プロジェクトでは、実地試験活動の一環として、県調整チームのメン

バーが村落給水施設の維持管理にかかわる記述をムチンジ県社会経済プロファイル

（Socio-Economic Profile：SEP）に追加した上で、SEP に基づいて県開発計画（District Development 
Plan：DDP）に施設の維持管理活動を含める予定をたてるなど、施設の維持管理活動に充てる予

算を確保する取り組みが進められている。 

中央行政レベルでも、水開発・灌漑省の水供給局が本プロジェクトで実施される施設の維持管

理活動の予算確保に向けた取り組みを進めており、2013/14 年度の予算では、PSIP30から JICA 支

援プログラム（JICA Supported Program）31に 5,000 万クワチャの予算が確保された。 

強化された維持管理フレームワークの全国的な展開32には、本プロジェクトに対して水開発・

灌漑省が確保した予算より大規模な予算が必要となるが、中間レビュー時では、PSIP を通じて本

プロジェクトに対し予算が配分された実績がまだないことから、全国的な展開への資金を確保す

るのは水開発・灌漑省の相当なコミットメントと努力が必要となる。 

（4） 技術面 
本プロジェクトの技術面の持続性は、比較的高い。本プロジェクトでは、給水管理施設の運営

維持管理状況を改善するにあたり、既存の知見や人的リソースをより効率的・効果的に活用する

                                                 
26 県議会が計画実施の方向性や財政的、行政的な支援の決定を行なうのに対して、一般的な県調整チームの役割と責

任は、県議会が承認した計画の実施管理と調整で、県執行委員会（DEC）に対する技術的助言である。（第一年次業

務完了報告書［2012 年］） 
27 詳細計画策定調査報告書（2011 年）、水供給局へのインタビュー調査（2013 年） 
28 地方開発交付金は、地方開発のためのバスケットファンドとして 2009/10 年の会計年度より導入された開発資金で

あり、コミュニティのプロポーザルから対象が選定される。 
（詳細計画策定調査報告書［2011 年］） 
29 選挙区開発基金は、国会議員が決定権を持つ県政府の開発資金であり、地方開発交付金と同様にコミュニティのプ

ロポーザルから対象が選定される。2012 年 3 月の時点では、資金規模は議員一人につき 500 万クワチャで、ムチンジ

県には 6 つの選挙区があるため、県全体での資金規模は合計で 3,000 万クワチャである（ベースライン調査）。ムチン

ジ県計画開発局長によれば、2012 年にムチンジ県に配当された選挙区開発基金の内、村落給水施設の維持管理活動に

使われた金額は、全体の約 2％～3％のみであった。（ムチンジ県計画開発局長へのインタビュー調査［2013 年］） 
30 中間レビュー時では、PSIP に組み込まれている全ての予算項目は、経済計画開発省と財務省の承認済みであり、国

会に承認の申請のために提出された。 
31 JICA 支援プログラムは、水セクターで JICA が支援している 4 つのプロジェクトにより構成されている。中間レビ

ュー時では、これらのプロジェクトを優先順位づけした上で、各プロジェクトに予算を割り当てるプロセスはまだ始

まっていなかった。 
32 水供給局の概算によると、強化された維持管理フレームワークの全国的な展開には、2 億 4 千万クワチャが必要に

なる。 
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ことにより既存の維持管理フレームワークの強化を試みているため、本プロジェクトで移転され

ている技術的な知識やスキルはカウンターパートに受容・理解されている。日本人専門家及びカ

ウンターパートによると、実地試験活動の具体的な成果品の開発にカウンターパートは大いに貢

献しており、成果品の内容も十分理解している。普及員や住民の成果品の理解度は、実地試験実

施ステージで検証される予定であるが、本プロジェクトの成果品は、給水施設の利用者であるコ

ミュニティ・メンバーの生活環境など、施設の維持管理に係わる状況を包括的に調査した上で、

給水や衛生に関する意識改善のためのプロモーションソングを開発したり、マニュアルに多くの

イラストレーションや写真を取り入れたり、現地語に翻訳したりするなどの工夫を加え、住民に

とって使い勝手のよい、実用的なものとすることを十分に意識して開発されている。技術面での

持続性を確保する上で、阻害要因となっているのはカウンターパートの高い異動/離職率である。 
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第6章 結論 

安全な水への安定したアクセスは、貧困の削減や水因性感染症の予防に不可欠であり、本プロジェ

クトも安全な水へのアクセスを改善するマラウイ政府の取り組みの一環として位置づけられている。 

本プロジェクトは、プロジェクト実施者間の効果的な協力体制と工夫に富んだ技術移転方法の活用

により、村落給水施設の既存維持管理フレームワークの実践性の強化（プロジェクト目標）に向けて

着実に進捗しており、中間レビュー時点におけるプロジェクト目標の達成見込みは高い。具体的には、

維持管理フレームワークの実施体制の構築（アウトプット 1）及び既存の維持管理フレームワークに

係わる現状及び課題調査（アウトプット 2）が成功裏に実施されており、維持管理フレームワークの

詳細調査を踏まえて、ムチンジ県で実施される 10 の実地試験活動を特定し、実地試験の実施に向け

て研修教材、マニュアル、ガイドライン等のドラフトを作成している段階である（アウトプット 3）。 

試験サイトにおける 10 の実地試験活動はまだ本格的に実施されていないため、本プロジェクトの

維持管理フレームワークの全国的規模での展開（上位目標）やコミュニティレベルにおけるインパク

トが達成される見込みを判断するのは時期尚早であるが、県調整チームのチームワークの強化、地域

水開発事務所と県水開発事務所の連携の強化など様々な前向きな変化がカウンターパートから報告

されている。その一方で、水セクター全体の課題でもある財政的・人的リソース不足がプロジェクト

の円滑な実施に影響していることから、プロジェクト目標や上位目標の達成を確実なものにするには、

水開発・灌漑省がこれらの課題に対して適切な対策を講じる必要がある。 
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第7章 提言と教訓 

7-1 提言 

上記の分析を踏まえ、本調査団は、円滑なプロジェクト運営、プロジェクト目標の確実な達成、イ

ンパクトや持続性の確保に向けて、以下を提言する。 

（1） 全国的な展開のためのロードマップ作成 
中間レビュー時では、本プロジェクトで強化された維持管理フレームワークの全国的な展開を

達成させるための方策が十分に練られておらず、全国的な展開への道筋を描いたロードマップな

どは作成されていなかった。したがって、本調査団は、水開発・灌漑省がイニシアティブをとり、

ドナー（DFID、AfDB、UNICEF 等）や NGO（Inter Aide、EWB、Water Aid 等）などの全国的な

展開のパートナーとなりうる関係機関を対象にワークショップを開催し、ロードマップを作成す

ることを提案する。ロードマップでは、全国的な展開に必要な活動を明確にし、他プロジェクト

の実施状況や計画を整理した上で、想定される財政的・人的資源（青年海外協力隊の活用も想定

できる）、活動実施の主体を特定することが必要である。 

（2） 全国的な展開にむけた維持管理フレームワークの更なる強化 
全国的な展開のロードマップを作成する活動の一環として、維持管理フレームワークを更に強

化するために、水開発・灌漑省が同省の既存の協議の枠組みを活用して、ムチンジ県での活動に

関わらない他地域の地域水開発事務所や県水開発事務所や開発パートナーから、コメントやアド

バイスを促すことを提言する。 

（3） 水開発・灌漑省及びムチンジ県政府のさらなる主体性の発揮 
プロジェクトの後半では、計画を策定した実地試験の実施、ムチンジ県での全県展開、及びこ

れらの過程・結果から維持管理フレームワークへのフィードバック、フレームワークの全国的な

展開に向けた周知・理解促進となっており、（財政面も含めた）取組みが重要となってくる。水開

発・灌漑省やムチンジ県政府のより主体的な組織面・財政面におけるリーダーシップとコミット

メントが必要となる。 

（4） 県政府へ施設の維持管理活動のための十分な予算配分 
コミュニティによる給水施設の維持管理を普及員による指導・モニタリング等により支えてい

くのは県政府の責務であることから、十分な予算が県レベルに配分されることが肝要である。本

プロジェクトの円滑な実施と維持管理フレームワークの全国的な展開のために、水開発・灌漑省

が、地方自治村落開発省、農業・自然資源に係る国会の諮問委員会、経済計画開発省、財務省に

対し、適切な予算が確保され、かつ県レベルに配分されるよう、継続的な働きかけを行うことを

提言する。 

（5） PDM の改訂 
現在の PDM（第 2 版）には、具体的な目標値が設定されていない指標があるため、プロジェク

ト目標や各アウトプットの達成度が明確になる指標を適時に設定することを提言する。 

PDM 改訂案については、日本人専門家チーム、中央政府カウンターパート、県レベルカウンタ
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ーパートの関係者の間で十分に協議する時間が持てなかったこと、また、日本人専門家チームの

意向（県調整チームの関係者の本プロジェクトへのオーナーシップを高めるためにも、PTF にお

ける十分な議論を踏まえた上で確定していきたい）も踏まえ、合同レポートにおける PDM 改訂

案の提示には至らなかった。PDM 改訂については、次回の PTF 会議で協議される予定である。 

7-2 団長所感 

（1） プロジェクト後半へ向けて 
「7-1 提言」（3）にあるように、今後の活動ではマラウイ側による、より強いリーダーシップ

及びコミットメントの発揮と、より主体的な（財政面も含めた）取組みが重要となってくる。こ

うした中で、プロジェクト実施の阻害要因として挙げられたマラウイ側の人員面、予算面での課

題への対応を合同レビュー報告書の中で提言したのみでなく、JCC のミニッツにおいても必要な

措置をとることを確認した旨を記載した。 

また、プロジェクトにより作成された成果物の印刷・配布は本来マラウイ側の行うべきことで

あり、以下に記載する全国規模の展開と併せ、ロードマップ内で検討・整理するべきことである

が、 終的にマラウイ側の予算の問題で成果物が印刷できない等の場合が起きてしまった場合に

は、日本側で費用負担を行い、確実なプロジェクトの効果発現を図ることも考えておく必要があ

る。 

（2） 上位目標達成への筋道と開発パートナーとの関係 
マラウイでは、水分野に限らず、カウンターパート機関は人員面・予算面が弱い傾向がある。

こうした中、特に水分野においては、UNICEF や NGO 等の役割が大きい。これまでの活動の中に

おいて開発パートナーとの関係強化に取り組んできているが、中間レビューの段階で改めて水開

発・灌漑省も含めた開発パートナーとの連携強化を提言することとした。 

こうした状況から、強化された維持管理フレームワークはマラウイ政府により活用されていく

べきものであるものの、現実問題としては給水施設の整備や維持管理フレームワークの普及は開

発パートナーにより行われることも想定しておく必要がある。そのためには本プロジェクトで強

化されるフレームワークは、他の開発パートナーにより認知される必要がある（プロジェクト目

標の１つ目の指標が、「実践的な内容に強化された運営維持管理フレームワークが SWG または

JSR レポートにおいて記述される」となっている）。 

全国規模での展開へ向けた検討がプロジェクト後半で必要になることについて専門家チームは

認識していたが、マラウイ側の主体的な取り組みを促すため、上位目標達成へ向けた筋道がまだ

明確でないため、5 項目評価のうち、インパクト、持続性の状況を改善させていくため、水開発・

灌漑省がイニシアティブをとってロードマップを作成する必要があると提言している。ロードマ

ップの作成においては、水開発・灌漑省が主体となった開発パートナーとの協調・調整が必要で

ある。 

また、全国規模の展開については、InterAide 等の NGO への JOCV 配属により側面支援するこ

とも考えられる。可能性として、レビュー報告書内にも記載している。 
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（3） 他県からのインプット 
本来、本プロジェクトはムチンジ県での実地試験、全県展開を踏まえて、全国的な展開が可能

となるように既存フレームワークを強化するものであり、他県から相当量のインプットを行うこ

とを前提としていない。「7-1 提言」（3）は、この前提の範囲内で、既存のチャンネルを活用し、

ムチンジ県以外の声を反映させ内容の改善を図るものであるが、あわせて、他県へも早めの周知

を行うことにより全国展開の着手を円滑にすることも念頭に提言している。 

7-3 教訓 

 本プロジェクトでは、カウンターパートの能力開発評価ツールとして、「ポートフォリオ評価」

システムが導入され、3 か月に一度、「振り返りシート」と呼ばれるアンケートが各カウンター

パートに配布され、カウンターパートが自己の担当活動を振り返り、能力育成のニーズを考える

機会が持たれている。プロジェクへの貢献、能力育成ニーズ、プロジェクト目標に向けて今後実

施するべき活動に関するカウンターパートの自己評価を定期的に求めることは、円滑なプロジェ

クト実施及びカウンターパートのプロジェクトへのオーナーシップの強化につながる。 

 本プロジェクトは、維持管理フレームワークの開発にあたっては、日本人専門家とカウンターパ

ートが協働で実施することを重視して活動を進めている。技術的な知識や情報、アイディアなど

成果品へのインプットを行ってもらう等の相手国政府の職員との協働作業には、かなりの時間や

労力がかかるものの、相手国政府の実施機関にプロジェクトの成果品に対するオーナーシップを

持たせるために不可欠なことである。 
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付属資料 1 調査日程 

 

  曜日 調査企画２（山田） 評価分析（鹿糠） 調査企画１（中村） 

5 月 11 日 土 東京 →  

5 月 12 日 日 → リロングウェ着 11:15（SA170）  

5 月 13 日 月 MoWDI 訪問、JICA 事務所打合せ  

5 月 14 日 火 専門家インタビュー  

5 月 15 日 水 インタビュー（MoWDI 水供給局、水資源局、

中部地域水開発事務所） 

 

5 月 16 日 木 インタビュー（ムチンジ県関係者）  

5 月 17 日 金 インタビュー（UNICEF、Engineers without 

Borders、African Development Bank） 

 

5 月 18 日 土 報告書作成  

5 月 19 日 日 報告書作成  

5 月 20 日 月 インタビュー（InterAide、DFID、MoWDI 計画

局） 

東京 → 

5 月 21 日 火 報告書作成 

団内打合せ 

→ リロングウェ

着 12:25（SA170） 

団内打合せ 

5 月 22 日 水 JICA 事務所打合せ 

MoWDI 協議 

5 月 23 日 木 活動視察（ムチンジ県・WPC トレーニング） 

5 月 24 日 金 リロングウェ発 

13：15（SA171）→

ヨハネスブルグ 

JICA 事務所・専門家チーム協議 

5 月 25 日 土 → 報告書作成 

5 月 26 日 日 → 東京 報告書作成  

5 月 27 日 月  MoWDI レビュー結果協議 

5 月 28 日 火  MoWDI レビュー結果及びミニッツ協議 

5 月 29 日 水  JCC、ミニッツ署名、事務所報告 

5 月 30 日 木  大使館報告 

リロングウェ発 13：15 （SA171）→ヨハネ

スブルグ 

5 月 31 日 金  → 

6 月 1 日 土  → 東京 
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